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要 旨  

 近 年 、地 域 貿 易 協 定 が WTO を中 心 とする多 角 的 自 由 貿 易 体 制 を補 完 するもの

として、活 発 に締 結 されている。この地 域 貿 易 協 定 の締 結 に当 たり、競 争 政 策 の協

調 や補 助 金 規 律 の強 化 で代 替 することにより、貿 易 救 済 措 置 （アンチダンピング措

置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 ）を域 内 で相 互 不 適 用 とすることを定

めている例 が多 く見 られるようになって来 ている。 

そこで本 稿 では、様 々な地 域 貿 易 協 定 における、アンチダンピング措 置 、補 助 金

相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 の規 定 の実 態 を明 らかにするとともに、WTO 地

域 貿 易 協 定 委 員 会 における議 論 、関 連 紛 争 案 件 における論 点 等 を包 括 的 に検

討 することによって、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の規 定 にあり方 に関 する

提 言 を行 う。 
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１． はじめに 

 

近 年 、地 域 貿 易 協 定 が WTO を中 心 とする多 角 的 自 由 貿 易 体 制 を補 完 するも

のとして、活 発 に締 結 されている。２００２年 初 めの時 点 で WTO に通 報 （届 け出 ）さ

れているものだけでも、１５０を超 える地 域 貿 易 協 定 が存 在 する。 

地 域 貿 易 協 定 締 結 の主 眼 が加 盟 国 相 互 の関 税 の撤 廃 にあることは自 明 である

が、同 時 に貿 易 救 済 措 置 （「アンチダンピング措 置 」、「補 助 金 相 殺 関 税 措 置 」、

「セーフガード措 置 」）についても、域 内 での相 互 不 適 用 を始 め様 々な取 極 めがなさ

れてきている。 

貿 易 救 済 措 置 は WTO 協 定 に基 づき一 定 の要 件 の下 で発 動 が許 されている輸

入 制 限 措 置 であるが、輸 入 により重 大 な損 害 を蒙 る特 定 の国 内 産 業 を保 護 する一

方 で、国 内 消 費 者 や国 内 ユーザー産 業 、輸 出 国 の産 業 には、価 格 の上 昇 や不 安

定 な貿 易 環 境 、貿 易 歪 曲 効 果 等 の悪 影 響 を及 ぼすことが近 年 広 く認 識 されてきて

いる。このため、地 域 貿 易 協 定 の締 結 に当 たり、競 争 政 策 の協 調 や補 助 金 規 律 の

強 化 により代 替 することで、貿 易 救 済 措 置 の域 内 相 互 不 適 用 や、域 内 での発 動 規

律 の強 化 を定 めている例 が多 く見 られるようになって来 ている。 

 そこで、本 稿 では、様 々な地 域 貿 易 協 定 における、アンチダンピング措 置 、補 助

金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 の規 程 の実 態 を明 らかにするとともに、WTO

地 域 貿 易 協 定 委 員 会 における議 論 、関 連 する紛 争 案 件 における論 点 等 を包 括 的

に検 討 することによって、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の規 定 のあり方 に

関 する提 言 を行 うことを目 的 とする。 

 

 以 下 、２．においては、WTO の地 域 貿 易 協 定 委 員 会 の調 査 に基 づき、１９９８年 ま

でに WTO に通 報 された６９の地 域 貿 易 協 定 のデータに基 づき、地 域 貿 易 協 定 にお

けるアンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 の扱 いのマク

ロ的 考 察 を行 う。 

 

 ３．においては、地 域 貿 易 協 定 に活 発 に取 り組 んでいる、欧 州 、米 州 、アジア、オ

セアニアに着 目 して、これらの地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の規 定 の実 態

について明 らかにする。また、貿 易 救 済 措 置 と相 補 的 な効 果 を有 する域 内 の競 争

政 策 、補 助 金 政 策 に関 する規 程 の実 態 についても同 様 に明 らかにする。 

 

４．においては、２．及 び３．で検 討 した複 雑 かつ多 様 な地 域 貿 易 協 定 における
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貿 易 救 済 措 置 の扱 いの実 態 から、地 域 性 や年 代 その他 の軸 に照 らしつつ、傾 向 を

探 る。 

 

５．においては、地 域 貿 易 協 定 における多 様 な貿 易 救 済 措 置 のあり方 の WTO

協 定 整 合 性 について、WTO 地 域 貿 易 協 定 委 員 会 での議 論 及 び関 連 紛 争 案 件 な

どをもとに、論 点 の抽 出 と整 理 を図 る。 

 

最 後 に、分 析 結 果 を踏 まえ、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の望 ましい

形 態 について考 察 する。1  

 

 

 

                                   

1  なお、文 中 、地 域 貿 易 協 定 を「関 税 同 盟 」と「自 由 貿 易 協 定 」の２つに区 別 した

が、この整 理 については、GATT２４条 の関 連 規 定 に従 った。 
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２．地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 のマクロ的 考 察  

 

１９９０年 にオーストラリア－ニュージーランド経 済 協 力 協 定 （ANZCERTA）が、アンチ

ダンピング措 置 の相 互 不 適 用 を実 施 して以 来 、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済

措 置 の域 内 不 適 用 に関 する議 論 が活 発 化 した。特 に、WTO の創 設 とともに、１９９５

年 に新 たに設 けられた地 域 貿 易 協 定 委 員 会 （Committee of Regional Trade 

Agreements）で、各 々の地 域 貿 易 協 定 の審 査 が行 われ、貿 易 救 済 措 置 の規 定 に

ついても検 討 対 象 となった。 

１９９８年 に、WTO 地 域 貿 易 協 定 委 員 会 の事 務 局 は、それ以 前 に WTO に通 報 がな

され た６９の 地 域 貿 易 協 定 の デ ー タに 基 づ き、「Inventory of Non-Tariff 

Provisions in Regional Trade Agreements」と題 する報 告 書 をまとめている2。

まず、この報 告 書 のデータに基 づき、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 い

のマクロ的 把 握 を行 うこととする。 

 

２．１ アンチダンピング措 置  

 

調 査 の対 象 となった関 税 同 盟 、自 由 貿 易 協 定 を合 わせた６９の地 域 貿 易 協 定 の

うち、６２の地 域 貿 易 協 定 が域 内 加 盟 国 間 のアンチダンピング措 置 の発 動 を許 容 し

ている。内 訳 は、関 税 同 盟 が１０件 中 ８件 3、自 由 貿 易 協 定 が５９件 中 ５６件 である。

この指 標 には、個 々の地 域 貿 易 協 定 のインパクト（例 えば、加 盟 国 の経 済 規 模 や

貿 易 量 、地 理 的 カヴァレッジなど）は反 映 されていないが、１９９８年 の調 査 の時 点 で

は地 域 貿 易 協 定 締 結 におけるアンチダンピング措 置 の域 内 撤 廃 は約 １割 程 度 の

現 象 であったことが分 かる。 

また、同 調 査 によれば、９０年 以 降 に締 結 された地 域 貿 易 協 定 については、明 確

なアンチダンピング措 置 に関 する条 項 の設 置 と GATT/WTO の参 照 4が一 つの特 徴 と

なっており、アンチダンピング措 置 の扱 いへの関 心 の高 まりが反 映 されている。さらに、

６９件 中 ５３件 （ほぼ５分 の４）については、措 置 の発 動 に先 立 って、監 視 機 関 への

通 報 や関 係 国 間 での協 議 を行 うことが要 請 されており、措 置 の濫 用 を未 然 に防 ぐ

調 整 機 能 がビルトインされていることが着 目 される。 

                                   
2  “Inventory of  Non-Tari f f  Provis ions in Regional  Trade Agreements” 
（WTO:WT/REG/W/26）。 
3  ただし、このうち２件 は、移 行 期 間 に限 定 されている。 
4  ダンピングの定 義 や、発 動 手 続 き等 に関 し、GATT/WTO ルールを参 照 している
場 合 が多 い。 
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２．２ 補 助 金 相 殺 関 税 措 置  

 

補 助 金 相 殺 関 税 措 置 についても同 様 であり、６９件 中 ６４件 については、域 内 加

盟 国 間 での措 置 の発 動 を許 容 している。しかしながら、そのうち４６件 については、措

置 の発 動 に先 立 つ通 報 や協 議 の要 請 が含 まれている。また、９０年 以 降 に締 結 され

た地 域 貿 易 協 定 については、ほぼ全 て5について「競 争 を歪 曲 する（及 び恐 れのあ

る）補 助 金 又 は国 家 補 助 は協 定 の下 での義 務 と整 合 的 でない。」との一 般 規 定 が

設 けられていることは特 筆 される6。 

 

２．３ セーフガード措 置  

 

セーフガード措 置 については、GATT１９条 タイプの緊 急 輸 入 制 限 措 置 7について

は、６９件 中 ６８件 の地 域 貿 易 協 定 において発 動 が認 められている。そのうち、６件

については移 行 期 間 に限 るものである。また、それ以 外 にも国 際 収 支 上 の問 題 を生

じた場 合 、国 内 構 造 調 整 や幼 稚 産 業 保 護 の場 合 にセーフガード措 置 を認 める条

項 や、農 業 分 野 について別 に定 める条 項 等 が見 られる。また、多 くの場 合 、事 前 の

通 報 や協 議 の義 務 付 けや、自 由 貿 易 協 定 に与 える歪 みが最 も少 ない措 置 をとる

事 が望 ましいとの記 述 が見 られる。 

 セーフガード措 置 についても、約 １割 が移 行 期 間 を経 て不 適 用 とすることとしてい

るようである。 

 

                                   
5  関 税 同 盟 ５件 中 ４件 、自 由 貿 易 協 定 ４５件 中 ４４件 。 
6  また、WTO 協 定 の枠 組 みと同 様 に、地 域 自 由 貿 易 協 定 においても多 くの場 合 、
農 業 補 助 金 は工 業 製 品 への補 助 金 と分 けて規 定 されている。 
7  GATT１９条 １(a)：締 約 国 は、事 情 の予 見 されなかった発 展 の結 果 及 び自 国 がこ
の協 定 に基 づいて負 う義 務 （関 税 譲 許 を含 む。）の効 果 により、産 品 が、自 国 の領
域 内 における同 種 の産 品 又 は直 接 的 競 争 産 品 の国 内 生 産 者 に重 大 な損 害 を与
え又 は与 えるおそれがあるような増 加 した数 量 で、及 びそのような条 件 で、自 国 の領
域 内 に輸 入 されているときは、その産 品 について、前 記 の損 害 を防 止 し又 は救 済 す
るために必 要 な限 度 及 び期 間 において、その義 務 の全 部 若 しくは一 部 を停 止 し、
又 はその譲 許 を撤 回 し、若 しくは修 正 することができる。 
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３．個 別 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 い 

 

 前 述 の WTO 事 務 局 報 告 書 は、１９９８年 以 前 の状 況 しか捕 捉 できておらず、また個

別 の協 定 における貿 易 救 済 措 置 の規 定 振 りについては明 らかにされていない。そこ

で以 下 では、地 域 貿 易 協 定 の主 たるプレイヤーと見 なされる、EU、EFTA、米 国 、カナ

ダ、MERCOSUR、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN（シンガポール）等 に着 目 し

て、個 々の地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いの規 定 と、競 争 政 策 、補

助 金 政 策 に関 する政 策 協 調 についての規 定 について詳 細 を検 討 する。 

 

３．１ 欧 州 におけるアプローチ 

 

（１） EU（欧 州 連 合 ：European  Union）8 

 

 EU では、１９５８年 に発 効 したローマ条 約 により、域 内 の関 税 、数 量 制 限 が撤 廃 さ

れることとなったが、これに伴 いアンチダンピング措 置 の適 用 についても撤 廃 している。

補 助 金 相 殺 関 税 、セーフガード措 置 についても、域 内 では輸 出 入 関 税 や同 等 の

効 果 を有 する課 徴 金 の新 設 や引 上 げが禁 じられていることから、適 用 されていな

い。 

 EU の特 徴 は、モノ及 びサービスの貿 易 、人 や資 本 の移 動 についての完 全 な自 由

化 が図 られており、関 税 同 盟 として対 外 的 に共 通 の関 税 政 策 を採 っていることであ

る。競 争 政 策 については、ローマ条 約 第 ８１条 、第 ８２条 9、理 事 会 規 則 等 の共 通 政

策 が域 内 で適 用 されているとともに、国 の補 助 政 策 についても、競 争 をゆがめ、加

盟 国 間 の貿 易 に影 響 を及 ぼすものについては、共 通 市 場 と相 容 れないとして、EC

委 員 会 が廃 止 や修 正 の決 定 を行 うことができる。このために、EU では、加 盟 国 にお

ける国 の援 助 制 度 の常 時 審 査 も行 っており1 0、関 係 当 事 国 が決 定 に従 わない場 合

には、EC 委 員 会 または他 の関 係 国 が欧 州 裁 判 所 に提 起 することができる。（ローマ

                                   
8  現 在 の加 盟 国 は、１５カ国 ：ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フラ
ンス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィ
ンランド、スウェーデン、英 国 。また、表 記 は紛 争 処 理 関 連 の項 を除 いて「EU」を統
一 的 に用 いた。 
9  １９９９年 に発 効 したアムステルダム条 約 第 １２条 の規 定 により、旧 第 ８５条 が第 ８１
条 に、旧 第 ８６条 が第 ８２条 に条 文 番 号 が変 更 。 
1 0  例 えば、２００１年 ９月 １１日 に米 国 で起 きた同 時 多 発 テロの煽 りを受 け、ベルギー
のサベナ航 空 が倒 産 した際 にも、同 会 社 への補 助 は域 内 の競 争 に悪 影 響 を与 える
として EU は認 めなかった。 
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条 約 ８７条 、８８条 1 1。） 

 EU の場 合 には、域 内 関 税 の撤 廃 による自 然 な帰 結 として貿 易 救 済 措 置 が撤 廃 さ

れた。しかしながら、同 時 に域 内 の統 合 の度 合 いも深 く、競 争 政 策 、補 助 金 政 策 の

共 通 ルールが定 められたことから、通 商 相 手 国 の貿 易 歪 曲 的 な慣 行 への対 抗 措

置 というアンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の目 的 自 体 が、より広 範 な共

通 ルールによって代 替 されていると考 えられる。 

EU は、このように域 内 での貿 易 救 済 措 置 の撤 廃 を行 っているが、域 外 に対 しては、

多 くの貿 易 救 済 措 置 を発 動 している。この域 内 と域 外 との扱 いの差 から生 ずる貿 易

上 の利 益 ･ 不 利 益 は、近 隣 諸 国 の EU との通 商 交 渉 のあり方 にも少 なからず影 響 を

与 えていると考 えられる。 

 

（２） EEA（欧 州 経 済 領 域 協 定 ：European  Economic  Area） 

 

 EEA は１９９２年 に、EU とスイスを除 く1 2EFTA（欧 州 自 由 貿 易 連 合 ）の３カ国 （ノルウ

ェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）との間 で調 印 された協 定 である。域 内 では、モ

ノ及 びサービスの貿 易 の自 由 化 、人 や資 本 の移 動 の完 全 な自 由 化 が実 現 されてい

る。 

EU とEFTA の間 では、工 業 製 品 に対 する関 税 を撤 廃 する自 由 貿 易 協 定 が１９７２

年 に既 に結 ばれており、EFTA 諸 国 は、１９９２年 の EEA の締 結 において、アンチダン

ピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の撤 廃 を目 的 の一 つと考 えていた。EU 諸 国 によ

るこれら措 置 の発 動 の脅 威 を無 くし、より安 定 的 な統 合 市 場 を目 指 したいと考 えて

いたからであり、結 果 的 に撤 廃 が実 現 している。EEA２６条 1 3にアンチダンピング措 置

と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 は適 用 しないと定 められている。ただし、議 定 書 １３1 4により、

                                   
1 1  旧条文番号は、各々９２条、９３条。  
1 2  スイスは、１９９２年 ５月 に EU に加 盟 申 請 したが、同 年 １２月 の EEA（欧 州 経 済 領
域 ）加 盟 に関 する国 民 投 票 で加 盟 が否 決 されたため、EU への加 盟 申 請 が凍 結 さ
れた。その後 、１９９９年 に EU との間 で自 由 貿 易 協 定 を締 結 。これによりスイスも含
め、ＥＵ、ＥＦＴＡ加 盟 国 による欧 州 市 場 の自 由 化 が実 現 された。 
1 3  EEA Art ic le26: Ant i-dumping measures,  countervai l ing dut ies and measures 
against i l l ic i t  commercia l  pract ices attr ibutable to th ird countr ies shal l  not be 
appl ied in re lat ions between the Contract ing Part ies,  unless otherwise 
speci f ied in th is agreement.  
1 4  Protocol  13 on the Non-Appl icat ion of  Ant i-Dumping and Countervai l ing 
Measures： 

The appl icat ion of  Art ic le 26 of  the Agreement is  l imited to the areas 
covered by the provis ions of  the Agreement and in which the Community acquis 
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不 適 用 の範 囲 はＥＥＡの対 象 かつ Community acquis が十 分 に統 合 されている分

野 に限 ること（従 って、農 業 分 野 は除 外 ）と第 三 国 からの迂 回 を避 ける場 合 にはア

ンチダンピング措 置 ・相 殺 関 税 措 置 を取 り得 るという制 約 が課 されている。 

EEA の締 結 により、EFTA は EU の acquis communautaire の多 くの部 分 を受 け

入 れ、競 争 政 策 や政 府 補 助 金 政 策 についてルールを共 有 している。ただし、共 通

農 業 政 策 （CAP）と共 通 漁 業 政 策 については共 有 しなかったために、同 分 野 がアン

チダンピング措 置 等 の廃 止 の例 外 となっている。 

セーフガード措 置 については、経 済 的 、社 会 的 、又 は環 境 に関 する深 刻 な困 難

が生 じた場 合 に発 動 の権 利 を残 している。ただし、事 前 通 報 や協 議 の義 務 付 けや

３ヶ月 ごとの見 直 しなど、規 律 が強 化 されている（ＥＥＡ１１２条 、１１３条 、１１４条 ）。 

 

（３）EFTA 1 5（欧 州 自 由 貿 易 連 合 ：European Free Trade Association） 

 

 EFTA は元 々１９６０年 に調 印 された条 約 に基 づき設 立 されたが、近 年 ＥＵとのＥＥＡ

の締 結 、１９９９年 のスイス－ＥＵ間 の自 由 貿 易 協 定 の締 結 を受 け、１９９９年 に大 幅

な改 正 が行 われた。これにより、ＥＦＴＡ域 内 のアンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺

関 税 措 置 を明 示 的 に廃 止 した（ＥＦＴＡ Convention ３６条 、及 び１６条 ）。セーフガ

ード措 置 については、ＥＥＡにおけるものと同 様 の規 律 の強 化 を図 った上 で措 置 の

発 動 の権 利 を残 すこととしている（同 ４０条 、４１条 ）。 

前 述 の EEA は関 税 同 盟 ではないため、EFTA は EU と対 外 貿 易 政 策 、関 税 政 策 を

共 通 化 する必 要 はないが、欧 州 単 一 市 場 の実 現 と欧 州 の政 治 的 、社 会 的 、経 済

的 安 定 という同 じ目 標 のもと、中 東 欧 諸 国 、地 中 海 諸 国 との関 係 においても協 同

                                                                                                  

is  fu l ly integrated into the Agreement. 
     Moreover,  unless other solut ions are agreed upon by the Contract ing 
Part ies,  i ts  appl icat ion is  without prejudice to any measures which may be 
introduced by the Contract ing Part ies to avoid c ircumvent ion of  the fo l lowing 
measures a imed at th ird countr ies:  

-  ant i-dumping measures;  
-  countervai l ing dut ies;  
-  measures against i l l ic i t  commercia l  pract ices attr ibutable to third 

countr ies.  
1 5  現 在 の加 盟 国 は、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス。１９６０年 の
原 加 盟 国 は、オーストリア、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、スイス、
英 国 の７カ国 。その後 、アイスランド(１９７０年 )、フィンランド（１９８６年 ）、リヒテンシュ
タイン（１９９１年 ）が加 盟 。一 方 で、EU 加 盟 のために、英 国 、デンマーク（１９７２年 ）、
ポルトガル（１９８５年 ）、オーストリア、フィンランド、スウェーデン（１９９５年 ）が脱 退 し、
現 在 の加 盟 国 に至 る。 
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歩 調 を取 っており、EFTA とこれら近 隣 諸 国 との間 においてもＥＵと平 行 して自 由 貿

易 協 定 が結 ばれている。また、メキシコ等 中 南 米 諸 国 との関 係 においても同 様 の傾

向 が見 られる。 

 

（４） ＥＦＴＡ－シンガポール自 由 貿 易 協 定  

 

 ２００２年 ６月 にＥＦＴＡはシンガポールとの間 で自 由 貿 易 協 定 を締 結 した。本 稿 で

詳 細 を扱 っている地 域 貿 易 協 定 では、最 も新 しく締 結 されたものである。この協 定

では、アンチダンピング措 置 については相 互 に不 適 用 とし、ダンピングを防 ぐために

は競 争 に関 する第 Ｖ章 で定 める必 要 な措 置 を講 ずることとすると規 定 されている（第

１６条 1 6）。競 争 に関 する第 Ｖ章 では、主 に各 々の競 争 法 の実 施 の確 保 と促 進 のた

めに情 報 交 換 で協 力 することが定 められている。 

 補 助 金 規 律 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、ＧＡＴＴ６条 、１６条 、ＷＴＯ補 助

金 協 定 、農 業 協 定 に従 うものとした（第 １５条 ）。 

 セーフガード措 置 については、両 者 間 の（いわゆる二 国 間 又 は域 内 ）セーフガード

については言 及 があるが、対 世 界 セーフガード措 置 については触 れられていない。

両 者 間 のセーフガードについては、特 別 な場 合 の３年 を除 き通 常 １年 を上 限 として、

ＭＦＮの実 効 税 率 の範 囲 内 で、ＷＴＯセーフガード協 定 に基 づいた調 査 を行 った上

でのみ、発 動 できるとしている。また、同 時 に「更 なる自 由 化 」の形 態 での補 償 を行 う

ことが定 められており、相 手 国 への通 報 から３０日 以 内 にこの合 意 に達 しない場 合 に

は、相 手 国 が同 等 の譲 許 の停 止 を行 うことができると定 めている。 

この緊 急 措 置 （セーフガード措 置 ）メカニズムの維 持 の必 要 性 については協 定 発

効 から２年 後 に審 査 することとされており、最 初 の審 査 で維 持 することが決 定 された

場 合 には、その後 ２年 ごとに見 直 しを行 うこととしている。なお、移 行 期 間 に関 する定

めやセーフガード措 置 をその期 間 の経 過 措 置 とするといった規 定 はない。 

 

（５） 中 東 欧 諸 国 の EU 加 盟  

 

                                   
1 6  Art ic le 16: Ant i-Dumping 
1.  A Party shal l  not apply ant i-dumping measures as provided for under the 

WTO Agreement on Implementat ion of  Art ic le VI of  the GATT 1994 in 
re lat ion to products or ig inat ing in another Party.  

2.  In order to prevent dumping, the Part ies shal l  undertake the necessary 
measures as provided for under Chapter V.  
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EU は、一 般 に acquis communautaire と呼 ばれる域 内 市 場 の基 本 条 約 に基 づ

いて積 み上 げてきた法 体 系 の総 体 の受 け入 れを基 本 として、中 東 欧 諸 国 の EU 加

盟 を推 進 している1 7。中 ・東 欧 の１０カ国 1 8とは欧 州 協 定 （Europe  Agreementｓ（EA

ｓ））を、サイプラス、マルタ、トルコとは連 合 協 定 （Association Agreementｓ）を締 結

し、EU 加 盟 を支 援 している。1 9 

欧 州 協 定 や連 合 協 定 では、競 争 政 策 や政 府 補 助 について EU と同 様 のルール

を受 け入 れることとなっているが、同 時 にアンチダンピング等 貿 易 救 済 措 置 を全 て廃

止 するには至 らなかった。１９９６年 にスロヴェニアとの間 で結 ばれた EU 加 盟 に向 け

自 由 貿 易 地 域 を形 成 す るた め の 中 間 協 定 （Interim Agreement between 

Slovenia and the European Communities）では、互 いにアンチダンピング措 置 を

発 動 する権 利 は残 しながらも、調 査 開 始 前 の迅 速 な情 報 提 供 や、暫 定 措 置 ・確 定

措 置 を講 ずる前 に協 議 の機 会 を設 けること、アンチダンピング課 税 より価 格 約 束 を

優 先 し価 格 モニタリングを行 うことなどが定 められている。政 府 補 助 については、EU

規 則 に則 ることとし、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については廃 止 されている。セーフガー

ド措 置 については、発 動 の権 利 が残 されている。 

現 在 、この欧 州 協 定 ・連 合 協 定 を締 結 している国 のうち、既 にトルコを除 く１２カ

国 2 0は EU との加 盟 交 渉 を開 始 しており、加 盟 と同 時 にこれらの諸 国 と EU 諸 国 との

間 のアンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 が撤 廃 される

可 能 性 が大 きい。 

 

（６） EU－トルコ関 税 同 盟  

 

                                   
1 7  併 せて、PHARE と呼 ばれる加 盟 のための支 援 プログラムを設 けており、中 東 欧 諸
国 の経 済 改 革 と民 主 主 義 の強 化 のための支 援 を行 っている。この中 には、競 争 政
策 、補 助 金 政 策 等 を含 む広 範 な acquis communautaire の実 現 のための財 政 援 助
も含 まれている。 
1 8  ブルガリア、チェッコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルー
マニア、スロバキア、スロベニア。 
1 9  この他 、ＥＵは、地 中 海 沿 岸 諸 国 とは、the Euro-Mediterranean Partnership 
Agreements による自 由 貿 易 協 定 を結 んでいる。アフリカ諸 国 、カリブ諸 国 及 び太
平 洋 諸 国 （ＡＣＰ諸 国 ）とは特 恵 に関 する Cotonou Agreement（コトヌ協 定 ）を結 ん
でいる。アジア諸 国 とは、ＡＳＥＭ(Asia Europe Meet ing)の枠 組 みの下 での政 治 対
話 を行 っている。米 国 との間 では、大 西 洋 経 済 パートナーシップを結 んでいる。 
2 0  １９９８年 に、サイプラス（キプロス）、ポーランド、チェッコ、ハンガリー、エストニア、
スロヴェニアの６カ国 と、２０００年 に、ラトヴィア、リトアニア、スロヴァキア、ルーマニア、
ブルガリア、マルタの６カ国 との加 盟 交 渉 を開 始 。 
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トルコは、１９８７年 に最 初 の EU 加 盟 申 請 を行 っているものの、未 だ加 盟 交 渉 には

至 らず、「加 盟 候 補 国 」との位 置 付 けを得 ている。EU との間 では前 述 のとおり、連 合

協 定 を結 んでいる国 2 1の１つである。１９９６年 に EU とトルコは関 税 同 盟 を締 結 したが、

域 内 の貿 易 救 済 措 置 の完 全 な即 時 撤 廃 には至 らなかった。 

両 者 の関 税 同 盟 協 定 2 2の第 ４４条 には、Association Council が EU 又 はトルコ

の要 請 に応 じてアンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の停 止 を検 討 するこ

とになっているが、この検 討 に際 しては EC 域 内 市 場 に適 用 されている acquis 

communautaire の競 争 政 策 及 び国 家 補 助 その他 の関 係 法 令 が、トルコ国 内 で制

定 され有 効 に実 施 されるかどうかを条 件 とすると定 めている2 3。アンチダンピング措 置

の運 用 については、追 加 議 定 書 第 ４７条 2 4規 程 が設 けれられており、協 定 発 効 後 ２

２年 間 は、EU またはトルコの申 し立 てにより、Association Council がダンピングを

行 っている者 に対 し勧 告 を行 うこととなっているが、Association Council がこの勧

告 を行 わないか、ダンピングが続 く場 合 には、申 立 て国 はアンチダンピング関 税 （最

長 ３ヶ月 ）を含 む救 済 措 置 を採 ることができるとしている。 

セーフガード措 置 については、輸 入 の急 増 を対 象 としたものは廃 止 されているが、

協 定 第 ６０条 と追 加 議 定 書 第 ６３条 により、トルコ又 は EU 及 び EU 加 盟 国 のいずれか

に国 際 収 支 上 の問 題 か、地 域 経 済 問 題 が生 じた場 合 にセーフガード措 置 を採 るこ

とを認 めている。発 動 に際 しては通 報 を義 務 付 けるとともに採 るべき措 置 の種 類 と程

度 についても関 税 同 盟 への悪 影 響 を最 小 限 に留 めるための配 慮 が求 められてい

る。 

ここで、注 目 されるのは、EU がアンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の停

止 の条 件 を、関 税 の撤 廃 と関 税 同 盟 の締 結 だけでは不 十 分 と考 え、ＥＥＡでも見 ら

                                   
2 1  サイプラス、マルタの計 ３カ国 が連 合 協 定 を締 結 。サイプラスは１９９８年 に、マル
タは２０００年 に加 盟 交 渉 を開 始 。 
2 2  Decis ion No.1/95 of  the EC-Turkey Associat ion Counci l  implementing the 
f ina l  phase of  the Customs Union 
2 3  Art ic le４４：１ The Associat ion Counci l  shal l  review upon the request of  
e i ther Party the pr incip le of  appl icat ion of  trade defense instruments other 
than safeguard by one Party in i ts re lat ions with the other.   During any such 
review, the Associat ion Counci l  may decide to suspend the appl icat ion of  these 
instruments provided that Turkey has implemented competit ion, state a ids 
control  and other re levant parts of  the acquis communautaire which are re lated 
to the internal  market and ensured their  e f fect ive enforcement,  so provid ing a 
guarantee against unfa ir  compet it ion comparable to that exist ing ins ide the 
internal  market.  （WTO：WT/REG22/1、WT/REG２２/５）。 
2 4  Addit ional  Protocol :  Art ic le 47 
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れたように acquis communautaire の有 効 な実 施 を明 示 的 に求 めていることであ

る。 

 

（７） ＥＵ－メキシコ自 由 貿 易 協 定  

 

メキシコは、中 米 における主 要 国 であり、ＮＡＦＴＡの構 成 国 である。ＥＵとメキシコ

の間 で、２０００年 に自 由 貿 易 協 定 2 5が発 効 したが、アンチダンピング措 置 と補 助 金

相 殺 関 税 措 置 については、ＧＡＴＴの下 での権 利 と義 務 を確 認 するに留 まった2 6（１

４条 ）。競 争 政 策 については、ＥＵ及 びメキシコの競 争 政 策 部 局 の間 の協 力 メカニズ

ムを構 築 し、Joint Committee への実 施 状 況 の年 次 報 告 を求 めている（３９条 ）。

補 助 金 政 策 に関 する特 段 の条 項 は設 けられていない。セーフガードについても、輸

入 急 増 による国 内 産 業 への深 刻 な被 害 が生 じた場 合 （１５条 ）や、国 際 収 支 上 の

困 難 が生 じた場 合 （２１条 ）には、措 置 を講 ずることを認 めている。2 7 

 

（８）EU－MERCOSUR 地 域 間 枠 組 み協 定  

 

この他 、EU と MERCOSUR の間 では、MERCOSUR 創 設 （１９９１年 ）の１年 後 には協 力

合 意 が 成 され 、１９９５年 に 地 域 間 枠 組 み 協 定 （Interregional  Framework 

Cooperat ion Agreement between European Union and MERCOSUR）が締 結 され

てい る2 8 。この 地 域 間 枠 組 み 協 定 は 、将 来 の地 域 間 連 合 協 定 （Interregional  

Associat ion Agreement between European Union and MERCOSUR）創 設 に向 け

た自 由 化 準 備 との位 置 付 けになっている。 

枠 組 み協 定 では、貿 易 と経 済 問 題 に関 する定 期 協 議 を行 うこととなっているが、

重 点 分 野 の一 つに制 限 的 貿 易 慣 行 やセーフガード等 貿 易 規 律 が含 まれている(５

                                   
2 5  Decis ion No.2/2000 of  the EC-Mexico Joint Counci l  o f  23 March 2000 
2 6  Art ic le 14: The Community and Mexico conf irm their  r ights and obl igat ions 
ar is ing from the WTO Agreement on Implementat ion of  Art ic le VI of  the 
General  Agreement on Tar i f fs  and Trade 1994 and from the WTO Agreement on 
Subsid ies and Countervai l ing Measures.  
2 7  この他 、2002 年 ５月 に、ＥＵとチリは自 由 貿 易 協 定 交 渉 を妥 結 した（EU-Chi le  
Associat ion Agreement）。 
2 8  協 力 のための資 金 については、欧 州 投 資 銀 行 （ＥＩＢ）の更 なる活 用 について触
れられている（２４条 ）。また、１９９２年 の両 地 域 間 の協 力 合 意 以 降 、欧 州 の経 験 的
知 識 や技 術 移 転 、市 場 統 合 過 程 支 援 プロジェクトのための資 金 投 資 が増 加 してい
る。 
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条 )。また、貿 易 に関 する共 同 小 委 員 会 (Joint Subcommittee on Trade)が置 か

れ、自 由 化 準 備 作 業 を実 施 するとともに、共 同 協 力 委 員 会 (Joint Cooperation 

Committee)に進 捗 状 況 の年 次 報 告 を行 い、自 由 化 に関 する提 言 を行 うことになっ

ている（２９条 ）。競 争 政 策 や政 府 補 助 金 の取 り扱 いに関 する直 接 的 な合 意 はない

が、枠 組 み協 定 の全 般 に渡 り、ＥＵが地 域 統 合 に関 する欧 州 の経 験 的 知 識 をＭＥ

ＲＣＯＳＵＲに提 供 することとなっている。なお、２０００年 には、双 方 の間 で自 由 貿 易

協 定 締 結 のための交 渉 が開 始 された。 

 

 これまで見 て来 たように、欧 州 を中 心 とした地 域 統 合 は着 実 に拡 大 しつつあり、ま

た欧 州 以 外 の地 域 との自 由 貿 易 協 定 についても既 に中 南 米 を始 めとして進 展 して

来 てい る。これ ら地 域 貿 易 協 定 域 内 で の 貿 易 救 済 措 置 に つ い ては 、acquis  

communautaire の実 施 を基 準 とする統 合 の深 度 に応 じて、異 なった扱 いをしている

ことが分 かる。 

 

３．２ 米 州 におけるアプローチ 

 

（１） NAFTA（北 米 自 由 貿 易 協 定 ：North  American  Free  Trade  Agreement） 

 

 １９８９年 に米 国 とカナダの間 で、米 加 自 由 貿 易 協 定 が締 結 され、その後 １９９４年

にメキシコが加 わり、NAFTA が締 結 された。NAFTA におけるアンチダンピング措 置 、補

助 金 相 殺 関 税 措 置 については、加 盟 国 の間 でも措 置 を講 ずることができるが、措

置 の最 終 決 定 について司 法 審 査 を行 うパネルの設 置 を求 めることができると定 めて

いる（１９０４条 ）。ただし、この司 法 審 査 における検 討 内 容 は、各 々の国 の法 制 に則

って調 査 が適 正 に行 われたかどうかに限 られ、手 続 き的 に違 法 性 のない措 置 の決

定 内 容 そのものを覆 す権 限 はないと考 えられる2 9。 

 セーフガード措 置 については、対 世 界 セーフガード措 置 の対 象 からは、原 則 域 内

国 からの輸 入 を除 くこととなっている。しかしながら、域 内 国 が当 該 物 品 の輸 入 元 国

の上 位 ５位 内 にあり、実 質 的 な輸 入 シェアを有 し、かつ当 該 域 内 国 からの輸 入 の急

増 が国 内 産 業 に重 大 な損 害 を生 じている場 合 や、域 内 国 の除 外 が措 置 の効 果 を

損 なうと当 局 が判 断 する場 合 3 0には、セーフガード措 置 の対 象 とすることができる。し

                                   
2 9  WTO:WT/REG4/1 p.６９。 
3 0  この場 合 にも、セーフガード措 置 の影 響 により、当 該 域 内 相 手 国 からの輸 入 が

直 近 の基 準 となる期 間 の輸 入 に適 切 な伸 びを加 えた輸 入 量 を下 回 ることが予 想 さ
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かしながら、域 内 国 に対 し、セーフガード措 置 が取 られる場 合 には、「更 なる自 由 化

による補 償 」を行 わなければならない（８０２条 ）。 

域 内 セーフガード措 置 も設 置 され、１０年 の移 行 期 間 中 に１回 のみ３年 を上 限 と

して MFN 実 効 税 率 を超 えない範 囲 で措 置 を採 ることができると定 めている。ただ、こ

の場 合 にも対 世 界 セーフガードと同 様 に域 内 相 手 国 に対 して「更 なる自 由 化 による

補 償 」を行 わなければならない（８０１条 ）。 

競 争 政 策 や補 助 金 政 策 を共 通 化 しようとの試 みは、NAFTA には見 られない。競

争 法 、独 占 ･ 国 営 企 業 についての規 程 はあるが、各 々の加 盟 国 での競 争 政 策 の実

施 を重 要 視 するに留 まり、加 盟 国 間 での情 報 交 換 等 の協 力 を行 うこととなっている

（１５０１条 、１５０２条 、１５０３条 ）。また、貿 易 と競 争 に関 するワーキンググループが

設 けられている（１５０４条 ）が、競 争 政 策 の実 施 と貿 易 への影 響 に焦 点 が置 かれ、

アンチダンピング措 置 との関 係 については触 れられていない3 1。補 助 金 政 策 につい

ての言 及 も見 られない。 

 

（２） カナダ－チリ自 由 貿 易 協 定 （Canada-Chi le Free Trade Agreement） 

 

１９９７年 に発 効 したカナダ－チリ自 由 貿 易 協 定 では、アンチダンピング措 置 と補

助 金 相 殺 関 税 措 置 に関 する規 程 3 2が設 けられている。この規 程 に基 づき、２００３年

１月 １日 か、物 品 ごとに双 方 の国 での関 税 がゼロになるかどちらか早 いタイミング

(M-03 条 ：フェーズイン条 項 )で、互 いの国 のアンチダンピング措 置 免 除 3 3を行 うこと

となっている（M-01 条 ）。また、特 段 の事 情 が生 じた場 合 には、この取 り決 めについ

ての協 議 を行 うことができる(M-04 条 )。特 段 の事 情 には、第 三 国 の貿 易 行 動 により

通 常 の貿 易 パターンに変 化 が生 じた場 合 などが含 まれていると考 えられる3 4。 

また、アンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 に関 する委 員 会 が設 置 され、

補 助 金 規 律 に関 する更 なる明 確 化 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の廃 止 の可 能 性 につ

                                                                                                  

れる場 合 には、当 該 域 内 相 手 国 に対 してセーフガード措 置 を講 ずることができな

い。 
3 1  Inter im Report of  the NAFTA 1504 Working Group on Trade and 
Competit ion to the NAFTA Commiss ion, February 1997 
3 2  Chapter M: Anti-dumping and Countervai l ing Duty Matters 
3 3  具 体 的 には、ダンピング調 査 開 始 と見 直 しの廃 止 、進 行 中 のダンピング調 査 の
終 結 、ダンピング課 税 及 び他 の措 置 の新 規 発 動 の廃 止 、発 動 中 のダンピング課 税
の取 り消 し、及 びそれらの目 的 の達 成 のための国 内 ダンピング法 制 の改 正 。 
3 4  WTO:WT/REG38/2 p.6。 
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いて検 討 することや、ＷＴＯ等 多 国 間 フォーラムやＮＡＦＴＡへのチリの加 盟 、ＦＴＡＡ

の設 立 など場 面 において、貿 易 救 済 措 置 が貿 易 を阻 害 する可 能 性 を最 小 限 に留

めるように両 国 が共 同 して働 きかけること、定 期 的 会 合 を開 催 し競 争 法 や競 争 政 策

など貿 易 救 済 措 置 に関 連 する事 項 などについても協 議 することなどが定 められてい

る(M-05 条 )。 

更 に、協 定 発 効 後 ５年 （２００２年 ）で、アンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税

措 置 に関 するこれらの規 程 について、両 国 で再 評 価 を行 うこととなっている(M-06

条 )。 

セーフガード措 置 3 5については、NAFTA との類 似 が認 められる。二 国 間 措 置 と対

世 界 措 置 の区 別 を設 けており、二 国 間 措 置 については、移 行 期 間 (6 年 間 )につい

ては、協 定 に基 づいて関 税 の撤 廃 又 は引 下 げが行 われた結 果 として、相 手 国 から

の輸 入 の急 増 のみで実 質 的 な損 害 を与 える場 合 3 6には、３年 以 内 で一 回 に限 りＭ

ＦＮ税 率 を越 えない範 囲 で、損 害 を救 済 するに足 る最 低 限 の措 置 を講 ずることがで

きると定 めている。移 行 期 間 後 は、相 手 国 の承 認 が得 られる場 合 のみ措 置 を講 ずる

ことができる（F-01 条 ）。対 世 界 措 置 については、原 則 域 内 では不 適 用 としているが、

域 内 国 からの輸 入 シェアが大 きく（輸 入 元 国 の上 位 ５位 以 内 ）に入 り、その輸 入 の

急 増 が国 内 産 業 に重 大 な損 害 を与 える場 合 には、措 置 を発 動 できると定 めている。

（F-02 条 ）。しかしながら、措 置 の発 動 には、「更 なる自 由 化 による補 償 」が伴 う。 

カナダがチリとの自 由 貿 易 協 定 において、アンチダンピング措 置 等 の廃 止 に積 極

的 な姿 勢 を見 せたことには、チリのＮＡＦＴＡ加 盟 3 7とＦＴＡＡ構 築 における貿 易 救 済

措 置 の扱 いが念 頭 にあってのことと考 えられる3 8。カナダは、ＮＡＦＴＡの交 渉 過 程 で、

アンチダンピング措 置 の濫 用 に歯 止 めをかけることに意 欲 を示 したが、二 国 間 の司

法 審 査 制 度 の設 置 を定 めるのみに留 まっている。 

 

（３） カナダ-イスラエル自 由 貿 易 協 定 （Canada-Israel  Free Trade Agreement） 

 

カナダ－チリ自 由 貿 易 協 定 よりも、約 半 年 早 く発 効 したカナダ－イスラエル自 由

貿 易 協 定 においては、セーフガード措 置 についてはカナダ－チリ自 由 貿 易 協 定 と同

様 な二 国 間 措 置 （移 行 期 間 は１９９９年 ７月 まで）及 び対 世 界 措 置 の規 程 を設 けて

                                   
3 5  Chapter F: Emergency Act ion 
3 6  直 近 の３年 間 の輸 入 シェアの実 績 で、上 位 ３位 以 内 に入 る場 合 。 
3 7  １９９４年 に開 催 された米 州 サミットの終 了 後 、米 、加 、メキシコ、チリの「４ヶ国 首
脳 宣 言 」が発 表 され、「チリのＮＡＦＴＡ加 盟 の原 則 的 合 意 」が成 立 している。 
3 8  １９９９年 ８月 には、チリとメキシコの自 由 貿 易 協 定 が発 効 している。 
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いるものの、アンチダンピング措 置 及 び補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、ＷＴＯル

ールに基 づき互 いに発 動 する権 利 を残 している3 9。 

 

（４） ＭＥＲＣＯＳＵＲ（南 米 南 部 共 同 市 場 ：El  Mercado  Comun  ｄｅｌ Ｓｕｒ） 

 

ＭＥＲＣＯＳＵＲは、アスンシオン条 約 （Treaty of Asuncion）に基 づき、１９９１年

に創 設 された関 税 同 盟 である。１９９４年 末 までを移 行 期 間 に定 め、１９９５年 から域

内 関 税 の撤 廃 が開 始 されている4 0。 

域 内 のセーフガード措 置 については、アスンシオン条 約 付 属 書 ＩＶ（Annex IV to 

the Treaty of  Asuncion）に規 程 が設 けられ、緊 急 の場 合 には域 内 国 からの輸 入 に

ついても措 置 を採 ることができるが、移 行 期 間 中 に一 つの産 品 について一 回 、一 年

間 （一 年 延 長 が可 能 ）のみ発 動 することができることとなっている。また、措 置 を発 動

する可 能 性 がある場 合 には、ＭＥＲＣＯＳＵＲの運 営 委 員 会 である Common Market 

Group（ＣＭＧ）に通 報 し協 議 を行 うことが定 められている。ＣＭＧは要 請 から１０日 以

内 に会 合 を開 き、その後 ２０日 以 内 に輸 入 と損 害 を検 討 した上 で結 論 を出 すことと

されている。セーフガード措 置 は輸 入 割 当 の形 態 でのみ許 され、過 去 ３年 間 の実 績

の平 均 を下 回 ることは許 されない。この取 り決 めについては、１９９４年 末 に失 効 し、１

９９５年 からは域 内 でのセーフガード措 置 は適 用 しないこととなっている。 

域 外 国 に対 するセーフガード措 置 については１９９６年 に共 通 法 制 が策 定 され4 1、

これに基 づき制 度 が運 用 されている4 2。 

アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、将 来 的 に撤 廃 する方

針 を掲 げているが、移 行 期 間 については域 内 での措 置 の発 動 を認 めており、現 在

までのところ廃 止 には至 っていない。 

移 行 期 間 中 に域 外 国 への適 用 については共 通 法 制 を定 めることとし、それまで

                                   
3 9  関 連 規 程 は以 下 のとおり。Artic le 2.3: Def in it ions（アンチダンピング措 置 、補
助 金 相 殺 関 税 措 置 ）、Artic le 4.5: Bi latera l  Emergency Act ions(二 国 間 セーフガ
ード措 置 )、Artic le 4.6: Global  Emergency Act ions（対 世 界 セーフガード措 置 ）、 
Artic le 9.2: Subsid ies and Countervai l ing Measures(アンチダンピング措 置 、補 助
金 相 殺 関 税 措 置 )。  
4 0  １９９４年 には、オーロ･プレット議 定 書 （Protocol of  Ouro Preto）が調 印 され、
MERCOSUR の機 構 が定 められた。また、MERCOSUR’s Action Programme 2000
に、統 合 のための具 体 的 な作 業 が定 められている。 
4 1  Decis ion 17/96 “regulat ions concerning the Appl icat ion of  Safeguard 
Measures for Imports Orig inat ing from non-member countr ies of  MERCOSUR” 
4 2  また、実 施 のための機 関 として、Committee on Trade Defense and Safeguards
が創 設 されている。 
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の間 は各 々の加 盟 国 の国 内 措 置 が適 用 されることとなっている。この間 、域 内 国 に

ついてはダンピング調 査 に関 する情 報 交 換 の手 続 き等 4 3、別 途 の規 程 を設 けている。

移 行 期 間 終 了 後 の１９９６年 に、アンチダンピング措 置 については２０００年 まで引 き

続 き加 盟 国 ごとの国 内 法 制 を用 いることが決 定 され、その後 競 争 に関 する共 通 ル

ールの適 用 を検 討 することとなっている。 

域 外 国 へのアンチダンピング措 置 については１９９７年 に共 通 法 制 が策 定 された。

域 外 国 への補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、１９９３年 に共 通 法 制 が整 備 され、１

９９４年 に妥 結 されたウルグアイラウンド交 渉 の結 果 を受 け改 訂 されている。 

 アスンシオン条 約 では、加 盟 国 間 の競 争 法 の適 用 に関 する条 項 は設 けられてい

な か った が 、ＣＭ Ｇが 競 争 法 の 制 定 を決 定 し、Trade Commission に 属 す る

Technical Committee が策 定 の準 備 を付 託 された。１９９６年 には、Protocol for 

the Defense of Competition が採 択 され、競 争 政 策 の調 和 が進 展 している。4 4 

 

(５) FTAA（米 州 自 由 貿 易 地 域 ：Ｆｒｅｅ Ｔｒａｄｅ Ａｒｅａ of  the  Americas） 

 

ＦＴＡＡは、１９９４年 にマイアミで開 催 された米 州 サミットにおいて提 唱 された、南

北 米 州 全 地 域 を含 む自 由 貿 易 圏 構 想 である。同 サミットでは、２００５年 までに交 渉

を終 了 させるとのコミットがなされた。１９９５年 の第 １回 米 州 貿 易 大 臣 会 合 において

７つのワーキンググループが設 置 されたが、このうちの一 つが「補 助 金 、アンチダンピ

ング及 び相 殺 関 税 」に関 するものである。１９９６年 の第 ２回 米 州 貿 易 大 臣 会 合 では、

更 に４つのワーキンググループが追 加 設 置 され、そのうちの一 つが「競 争 政 策 」とな

っている。 

その後 １９９８年 には、第 ４回 米 州 貿 易 大 臣 会 合 の閣 僚 宣 言 （サンホセ宣 言 ）に

おいて、各 国 の貿 易 担 当 次 官 によって構 成 される貿 易 交 渉 委 員 会 （ＴＮＣ）の設 置

と、９つの交 渉 グループの設 立 が決 定 された。この交 渉 グループには、「補 助 金 及 び

アンチダンピング」、「競 争 政 策 」の二 つが含 まれている。また、同 年 、サンティアゴで

開 催 された米 州 サミットにおいて、サンホセ宣 言 を受 け、ＦＴＡＡ交 渉 が正 式 に開 始

                                   
4 3  Decis ion 3/92：移 行 期 間 の域 内 におけるアンチダンピングシステム、Decis ion 
33/92：（タイムリミットの延 長 ）、Decis ion 63/93：域 内 国 からの輸 入 に対 するアンチ
ダンピング調 査 についての情 報 交 換 手 続 き 
4 4中 南 米 では、この他 に CARICOM(Caribbean Community)、CACM(Centra l  
American Common Market)といった関 税 同 盟 や、Andean Community、
LAIA(Lat in American Integrat ion Associat ion)といった関 税 の削 減 ･ 撤 廃 を目 的
とした地 域 協 定 が存 在 する。なお、LAIA は、MERCOSUR とAndean Community を
内 包 する、より広 範 な地 域 協 定 。 
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されるとともに、２００５年 までの交 渉 終 了 が再 確 認 された。 

１９９９年 の第 ５回 貿 易 大 臣 会 合 では、９つの交 渉 グループに対 し、協 定 案 の策

定 が指 示 され、２００１年 に開 催 された第 ６回 米 州 貿 易 大 臣 会 合 に協 定 案 が提 出 さ

れたところである。現 在 進 められている協 定 案 策 定 作 業 では、交 渉 グループに対 応

し「補 助 金 、アンチダンピング、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 に関 する章 」と、「競 争 政 策 に

関 する章 」、及 び「マーケット・アクセスに関 する章 」においてセーフガード措 置 に関

する規 程 が置 かれている。 

 第 ６回 米 州 貿 易 大 臣 会 合 の閣 僚 宣 言 では、「補 助 金 、アンチダンピング、補 助 金

相 殺 関 税 措 置 」交 渉 グループに対 しては、①WTO の補 助 金 協 定 における補 助 金 の

原 則 をどのように深 めるオプションが有 り得 るか、②自 由 貿 易 に対 する不 当 な障 壁

を設 けることがないように、貿 易 救 済 措 置 ルールや法 制 の運 用 ・実 施 を改 善 すると

の視 点 に立 ちつつ共 通 の理 解 を得 るための努 力 を強 化 すること、③貿 易 と競 争 政

策 の相 互 作 用 に関 する研 究 に基 づき、TNC が更 に考 慮 すべき分 野 についての特 定

を行 うことを求 めている。  

「マーケット・アクセス」交 渉 グループに対 しては、セーフガード措 置 に関 し、域 内

の産 品 を対 象 としたセーフガード体 制 についての交 渉 を強 化 するよう求 めている。

「競 争 政 策 」交 渉 グループに対 しては、アンチダンピングと地 域 協 定 に関 する研 究

に基 づき TNC が更 に考 慮 すべき分 野 についての特 定 を行 うことを求 めている。 

 ２００１年 ７月 時 点 の協 定 案 によれば、「補 助 金 、アンチダンピング、補 助 金 相 殺 関

税 措 置 に関 する章 」の１９条 においてアンチダンピング措 置 の廃 止 を検 討 している。

補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、廃 止 等 特 段 の記 述 はない。「マーケット･アクセ

スに関 する章 」のセーフガード措 置 該 当 部 分 によれば、域 内 セーフガード措 置 と対

世 界 セーフガード措 置 を区 別 する規 程 が設 けられている。「競 争 政 策 に関 する章 」

では、各 々の国 又 は地 域 が独 自 の競 争 法 を保 持 し適 用 するものの、複 数 国 に跨 る

案 件 については調 査 協 力 を行 う等 の規 程 が置 かれている。 

これらは、未 だ交 渉 の途 上 にあり結 果 を予 断 させるものではないが、域 内 での貿

易 救 済 措 置 の廃 止 等 も視 野 に入 れた検 討 が行 われていることが注 目 される。 

 

３．３ アジア大 洋 州 におけるアプローチ 

 

（１） AFTA（ASEAN 自 由 貿 易 地 域 ：ASEAN Free Trade Area） 
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１９６７年 に設 立 された ASEAN 4 5は、域 内 の関 税 障 壁 及 び非 関 税 障 壁 の撤 廃 等

により域 内 貿 易 の自 由 化 と経 済 の活 性 化 を図 るため、１９９２年 に AFTA を締 結 4 6。

共 通 有 効 特 恵 関 税 （CEPT：Common Effective Preferential Tariff Scheme）

という制 度 に基 づき、域 内 関 税 の削 減 と撤 廃 を進 めている。 

 AFTA 協 定 では、関 税 削 減 により域 内 の他 の加 盟 国 からの輸 入 が急 増 した場 合 や

為 替 準 備 上 の問 題 を生 じた場 合 には、緊 急 輸 入 制 限 措 置 （セーフガード措 置 ）を

採 ることができると定 めている。また、この場 合 には、閣 僚 レベル会 合 への通 報 と協

議 を求 めている（６条 ）。アンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 に関 する取 り

決 めはない。 

 １９９９年 署 名 された「センシティブ品 目 に関 する特 別 措 置 に関 する議 定 書 4 7」にお

いては、センシティブ品 目 については AFTA 協 定 ６条 のセーフガード措 置 が、高 度 セ

ンシティブ品 目 についてはセーフガード措 置 に関 する追 加 的 なフレキシビリティの条

項 4 8が含 まれている。 

 また、１９９８年 には、「通 報 手 続 きに関 する議 定 書 4 9」が署 名 され、AFTA の取 り決

めを無 効 化 又 は侵 害 する可 能 性 のある措 置 等 についての通 報 体 制 が強 化 された。

WTO ルールのもとで許 されている措 置 の発 動 については制 限 を設 けないものの、監

視 体 制 を強 化 する意 図 が含 まれている。しかしながら、AFTA については、域 内 の貿

易 救 済 措 置 の撤 廃 に向 けた動 きは見 られないようである。  

 

（２） ＡＮＺＣＥＲＴＡ（オ ー ストラリア － ニ ュー ジ ー ラン ド経 済 協 力 協 定 ：

Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement） 

 

ＡＮＺＣＥＲＴＡは１９８３年 に発 効 したが、１９８８年 に行 われた見 直 しにより、新 た

に議 定 書 （Protocol to ANZCERTA on Acceleration of Free Trade in Goods）

                                   
4 5  ASEAN の現 在 の加 盟 国 は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、
タイ、ブルネイ、ヴェトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアの１０ヶ国 。このうち、ヴェト
ナム、ラオス、カンボジアの３ヶ国 が WTO 未 加 盟 。 
4 6  Agreement on the Common Ef fect ive Preferent ia l  Tar i f f  Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area 
4 7  Protocol  on the Specia l  Arrangement for Sensit ive and Highly Sensit ive 
Products 
4 8  Art ic le VII :  Safeguards 及 び ANNEX4: Addit ional  Flexib i l i ty on Safeguards。 
CEPT の関 税 削 減 により高 度 センシティブ品 目 の域 内 からの輸 入 が定 められた「トリ
ガーレベル」を超 える場 合 には、ASEAN 譲 許 税 率 を MFN 税 率 のレベルまで引 き上
げることができる。 
4 9  Protocol  on Not i f icat ion Procedures 
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が締 結 され、１９９０年 ７月 にモノの分 野 の完 全 自 由 化 が完 成 すると同 時 に、アンチ

ダンピング措 置 を廃 止 することとした(Protocol Article 4)5 0 5 1。また、廃 止 と同 時

に、域 内 の反 競 争 的 行 動 は、各 々の国 の競 争 法 により取 り締 まることを併 せて明 確

に打 ち出 しており、競 争 当 局 間 の協 力 関 係 も強 化 された。具 体 的 には、市 場 にお

ける支 配 的 又 は独 占 的 地 位 の濫 用 には各 々の国 の競 争 法 が相 手 国 内 にも適 用 さ

れることとなった。 

補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、１９８３年 の協 定 の１６条 に規 定 があり、他 の

方 法 で解 決 が得 られない場 合 には、WTO ルールに則 り相 手 国 に措 置 を取 ることが許

されている。その後 の見 直 しでも特 段 の改 訂 は行 われていない。しかしながら、１９８８

年 の Agreed Minute on Industry Assistance において、相 手 国 に輸 出 される

物 品 に対 する報 奨 金 、補 助 金 、その他 の財 政 援 助 など、自 由 貿 易 地 域 における

産 業 間 の競 争 に悪 影 響 を与 える産 業 特 定 的 な補 助 金 は支 払 わないことが合 意 さ

れ、１９９２年 の見 直 しの一 部 として扱 われた。 

 セーフガード措 置 については、１９８３年 の協 定 の１７条 に規 定 があり、他 に解 が

得 られない場 合 の最 終 手 段 （”as a last resort”）として、移 行 期 間 中 に、協 定 に

基 づく自 由 化 に起 因 する場 合 のみ発 動 することができると定 められた。移 行 期 間 は、

関 税 、数 量 制 限 、関 税 割 当 、輸 出 インセンティブ、及 び貿 易 機 会 の発 展 を妨 げる

物 価 安 定 措 置 や補 助 が存 続 する期 間 と定 められていたが、１９８８年 議 定 書 に基 づ

くモノの貿 易 の完 全 自 由 化 に伴 い、移 行 期 間 は終 了 している。これに伴 い、セーフ

ガード措 置 は廃 止 されている。5 2 

 

（３） ニュー ジー ランド－ シンガポール経 済 協 力 協 定 (Agreement between New 

Zealand and Singapore on a Close Economic Partnership) 

                                   
5 0  Art ic le 4:  
1.  The Member States agree that ant i-dumping measures in respect of  goods 
or ig inat ing in the terr i tory of  the other Member state are not appropriate from 
the t ime of  achievement of  both free trade in goods between the Member States 
on 1 July 1990 and the appl icat ion of  their  compet it ion laws to re levant 
ant i-compet it ive conduct a f fect ing trans-Tasman trade in goods.  
2. From 1 July 1990, neither Member State shal l  take ant i-dumping act ion 
against goods or ig inat ing in the terr i tory of  the other Member State. (以 下 略 ) 
5 1  １９８３年 の協 定 におけるアンチダンピング措 置 に関 する規 定 は１５条 に置 かれて
おり、１９８８年 の Protocol の４条 はそれを修 正 する内 容 となっている。 
5 2  この他 、ANZCERTA は、AFTA 及 び MERCOSUR と貿 易 自 由 化 に関 する協 議 を
行 っており、南 太 平 諸 国 とは South Paci f ic  Regional  Trade and Economic 
Cooperat ion Agreement (SPARTECA)を結 んでいる。 
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ニュージーランド－シンガポール経 済 協 力 協 定 が２０００年 に締 結 された。アンチ

ダンピング措 置 の廃 止 は行 わないが、「恣 意 的 かつ保 護 主 義 的 な発 動 を極 力 さけ

るため」として、現 行 の WTO アンチダンピング協 定 （AD 協 定 ）の個 々の規 律 を強 化 す

る規 定 を設 けている。具 体 的 には、以 下 のとおりである（９条 １）。 

(a)  AD 協 定 5.8 条 では、ダンピングマージンが２％未 満 の僅 少 な場 合 には、ダン

ピング調 査 を取 りやめることとなっているが、この僅 少 とみなされるダンピングマ

ージンを５％に引 き上 げる。 

(b)  (a)の５％を基 準 を新 規 調 査 のみならず、還 付 や見 直 しの場 合 にも適 用 す

る。 

(c)  AD 協 定 ５．８条 では、特 定 の国 からのダンピング輸 入 が全 輸 入 量 の３％未

満 である場 合 には無 視 できるものと見 做 し、ダンピング調 査 を取 りやめることと

なっているが、この無 視 できるとみなされる輸 入 量 を５％に引 き上 げる。（ただし、

累 積 については変 更 なし。） 

(d)  妥 当 な調 査 期 間 を最 低 １２ヶ月 とし、ダンピングに相 当 するもの、しないもの

両 方 を対 象 とする5 3。 

(e)  AD 協 定 １１．３に定 める見 直 しと措 置 の取 り得 る期 間 の上 限 を５年 から３年

に短 縮 する。 

 また、通 報 に関 連 し、AD 協 定 ではダンピング調 査 の開 始 を決 定 した場 合 に限 り、

調 査 開 始 前 に相 手 国 政 府 への通 知 を行 うことを義 務 付 けている（AD 協 定 ５．５、１２．

１）が、国 内 産 業 から文 書 による提 訴 を受 け付 けた段 階 で、相 手 国 政 府 に通 報 する

ことを義 務 付 けているとともに、両 国 間 の協 議 （AD 協 定 １７．２に基 づくもの）を強 調 し

ている（９条 ２）。 

 競 争 政 策 に関 しては、「competitor」ではなく「competition」を守 る姿 勢 を明 確

に打 ち出 しつつ（３条 １）、公 正 競 争 の原 則 の適 用 、非 差 別 的 適 用 、取 引 コストの

削 減 、国 境 を跨 ぐ有 効 な法 的 整 合 性 の促 進 により、貿 易 と投 資 の障 壁 の除 去 を目

指 している（３条 ２）。また、競 争 政 策 に関 連 する措 置 を講 ずる場 合 の協 議 と協 力 、

競 争 当 局 の強 化 による非 差 別 的 扱 いを含 む適 切 な機 能 の確 保 、競 争 当 局 間 の

                                   
5 3  これは、AD 協 ２．２．１で定 める調 査 期 間 に対 応 している。現 行 協 定 の調 査 期 間
は「通 常 一 年 、６ヶ月 未 満 であってはならない」と定 められている。この規 定 によりサイ
クリカルダンピングなどの値 下 げ行 動 に対 する措 置 の発 動 可 能 性 が軽 減 される。ま
た、ダンピングに相 当 するもの、しないもの両 方 を対 象 とすると定 めることにより、ゼロ
イングなどダンピングマージンが不 適 当 に大 きく算 出 されることを防 止 している。 
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情 報 交 換 と更 なる協 力 範 囲 の模 索 を取 り決 めている（３条 ３）5 4。 

補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については、WTO の補 助 金 相 殺 関 税 措 置 協 定 に基 づき

発 動 することができるが、同 時 に自 国 の補 助 金 が相 手 国 に悪 影 響 を与 えることを避

けることに合 意 している。また、自 国 の輸 出 や相 手 国 からの輸 入 に影 響 を与 える補

助 金 を維 持 し、又 は新 たに設 ける場 合 には、補 助 金 の種 類 と期 間 、輸 出 入 への数

量 的 影 響 、補 助 金 が必 要 とされる背 景 を相 手 国 に通 報 する義 務 を課 している。さら

に、相 手 国 に悪 影 響 を与 える補 助 金 については、交 付 制 限 について要 請 があれば

いつでも協 議 を行 うことが定 められている（７条 ）。補 助 金 に関 する規 律 としては、非

常 に広 範 かつ具 体 的 な取 極 めを置 いている点 が注 目 される。 

WTO セーフガード協 定 に基 づく緊 急 輸 入 制 限 は、協 定 の発 効 と同 時 に相 互 に不

適 用 とすることで合 意 している（８条 ）。ただし、国 際 収 支 上 の問 題 が生 じた場 合 に

は、セーフガード措 置 をとることが認 められている（７３条 ５）。 

 

（４） 日 －シンガポール新 時 代 経 済 連 携 協 定 5 5 5 6 

 

日 －シンガポール新 時 代 経 済 連 携 協 定 は、日 本 が初 めて締 結 した自 由 貿 易 協

定 だという点 で注 目 に値 する。協 定 の交 渉 に先 立 って、２０００年 ９月 に発 表 された

「日 本 とシンガポールとの新 時 代 における連 携 のための経 済 協 定 ・共 同 検 討 会 合

報 告 書 」は、両 国 の政 府 関 係 者 、学 界 、産 業 界 からの参 加 者 による検 討 結 果 をと

りまとめたものである。 

本 報 告 書 によると、「貿 易 救 済 措 置 の保 護 主 義 的 、恣 意 的 利 用 に反 対 する日

本 及 びシンガポールの共 通 の理 念 を強 調 するため、同 協 定 の中 でアンチダンピング

措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 についてのモデルルールを創 設 す

ることが望 ましい」と提 案 している。更 に４つの選 択 肢 が提 示 されており、①相 互 不

適 用 、②競 争 政 策 分 野 での協 力 を条 件 としつつアンチダンピング措 置 のみ不 適 用 、

②発 動 要 件 に、より厳 格 な規 律 を導 入 、④WTO 協 定 上 の権 利 ・義 務 を確 認 するにと

どめるとなっている。 

                                   
5 4  協 定 締 結 時 点 では、シンガポールの競 争 法 が未 整 備 であったことから、将 来 の
整 備 を先 取 りした内 容 となっている。 
5 5  シンガポールは、これらの他 、米 国 、メキシコ、カナダ、オーストラリアとも自 由 貿 易
協 定 の交 渉 を行 っている。また、EU とも交 渉 開 始 について検 討 している。 
5 6  日 本 では、この他 、ＡＳＥＡＮ、ＡＳＥＡＮ＋３、韓 国 、メキシコ、チリ、オーストラリア、
カナダとの経 済 連 携 協 定 が検 討 されている。（民 間 レベルでの検 討 に留 まっている
ものも含 む。） 
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一 方 で同 報 告 書 は、不 適 用 とした場 合 の「WTO 最 恵 国 待 遇 義 務 との整 合 性 に

関 する異 なる解 釈 の存 在 」（後 述 の５．の章 参 照 ）や「経 済 界 の懸 念 」にも留 意 して

おり、交 渉 上 の課 題 になると結 論 している。また、同 報 告 書 の中 では、反 競 争 的 行

為 に対 処 するための競 争 政 策 の枠 組 みを構 築 する必 要 性 について合 意 している。

補 助 金 政 策 の規 律 については言 及 されていない。 

これらの検 討 を受 けて交 渉 が行 われ、当 該 協 定 は、２００１年 １０月 に実 質 合 意 に

達 し、２００２年 １月 に両 国 首 相 が署 名 を行 った。結 果 として、貿 易 救 済 措 置 の扱 い

は、セーフガード措 置 についてのみ、移 行 期 間 における二 国 間 セーフガード措 置 の

設 置 と、対 世 界 セーフガードにおいても協 定 相 手 国 に措 置 を発 動 することを妨 げな

い旨 の規 定 が置 かれた。アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については

言 及 されていない。しかし同 時 に、両 国 首 相 の共 同 声 明 において、「ダンピング防

止 措 置 の規 律 強 化 に向 けた世 界 貿 易 機 関 での共 同 行 動 」が宣 言 されている5 7。 

当 該 協 定 におけるセーフガード措 置 の規 律 については、協 定 １８条 に緊 急 措 置

（Emergency Measures）として定 められており、特 徴 は以 下 のとおりである。 

(ア) 二 国 間 セーフガードについては、協 定 の実 施 に基 づく関 税 率 の削

減 ・撤 廃 により相 手 国 からの輸 入 のみにより国 内 産 業 に重 大 な損 害 が引 き

起 こされた場 合 、１０年 の移 行 期 間 に限 り、必 要 最 小 限 の範 囲 で、追 加 的

譲 許 の停 止 かＭＦＮ譲 許 税 率 を超 えない範 囲 での関 税 率 の引 上 げを行 う

ことができる。 

                                   
5 7  日 －シンガポール新 時 代 経 済 連 携 協 定 共 同 声 明 の２．物 品 の貿 易 に関 する章
（ダンピング防 止 措 置 の規 律 強 化 に向 けた世 界 貿 易 機 関 での共 同 行 動 ）において、
以 下 を宣 言 。 
「(1)両 首 脳 は、世 界 でダンピング防 止 措 置 に安 易 に頼 る傾 向 が強 まっていることを
認 識 し、こうした措 置 が貿 易 を阻 害 し国 内 産 業 を不 公 正 に保 護 すると言 う保 護 主
義 的 な目 的 のためにしばしば濫 用 されることについて深 い懸 念 を共 有 する。両 首 脳
は、こうした措 置 が、現 在 、特 に多 国 間 貿 易 交 渉 の新 ラウンドを開 始 しようとしている
世 界 貿 易 機 関 の下 で熱 心 に追 及 されている貿 易 自 由 化 に向 けた世 界 的 な努 力 を
妨 害 するような貿 易 制 限 的 な効 果 を引 き起 こすことに重 大 な関 心 を持 って留 意 する。
(2)したがって、両 首 脳 は、ダンピング防 止 措 置 の適 用 の際 の公 平 性 と整 合 性 のみ
でなくダンピング防 止 措 置 の発 動 手 続 きの透 明 性 を確 保 するための健 全 で明 確 な
ルールを確 立 することが喫 緊 の課 題 であることを確 認 する。同 時 に、ダンピング防 止
措 置 の濫 用 の可 能 性 に鑑 み、両 首 脳 は、日 －シンガポール新 時 代 経 済 連 携 協 定
において、両 政 府 が保 護 主 義 的 な目 的 では当 該 措 置 を用 いるべきではなく、真 に
必 要 な限 りにおいて、また、ダンピングの与 える損 害 を救 済 するために他 の方 法 を
利 用 できない場 合 に限 り当 該 措 置 を用 いるべきであると決 意 した。(3)両 首 脳 は、特
に世 界 貿 易 機 関 の枠 組 みにおいて、ダンピング防 止 措 置 を規 律 する規 則 を明 確
化 し、改 善 し、強 化 するための両 国 間 の協 力 を継 続 し、それを確 固 たるものとするこ
とを決 意 した。」 
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(イ) ①の措 置 は、ＷＴＯセーフガード協 定 ３条 及 び４条 の２に基 づく調

査 が行 われた後 でのみ取 ることができる。 

(ウ) 調 査 開 始 、重 大 な損 害 の決 定 、確 定 措 置 に際 して書 面 で相 手 国

への通 報 を行 うとともに、証 拠 等 適 切 な情 報 の開 示 を行 う。また、相 手 国 に

十 分 な協 議 の機 会 を提 供 する。 

(エ) セーフガード措 置 を発 動 する場 合 には、相 手 国 への補 償 措 置 を

行 う。協 議 開 始 から３０日 以 内 に補 償 措 置 について合 意 できない場 合 には、

相 手 国 は実 質 的 に等 価 値 の範 囲 内 で譲 許 の停 止 を行 うことができる。 

(オ) 対 世 界 セーフガードについては、協 定 相 手 国 も含 め、ＧＡＴＴ１９条

及 びセーフガード協 定 に基 づき、措 置 を発 動 することが妨 げられない。 

 二 国 間 セーフガード措 置 の発 動 に際 し、補 償 措 置 を義 務 付 けるなど、厳 しい発 動

規 律 が採 用 されている点 は、NAFTA などと共 通 しているが、対 世 界 セーフガードの発

動 に際 しては協 定 加 盟 国 も含 めて措 置 を取 ることを妨 げないなど、ＷＴＯセーフガー

ド措 置 の無 差 別 原 則 への配 慮 が盛 り込 まれている点 が着 目 される。 

なお、競 争 政 策 については、シンガポールにおいて競 争 に関 する規 定 を有 する

電 気 通 信 、電 気 ･ガスの分 野 についてのみ両 国 間 の情 報 提 供 等 の協 力 を行 うこと

となった5 8。シンガポールにおける包 括 的 な競 争 法 の整 備 を視 野 に入 れつつ、３年

以 内 に見 直 しを行 うこととしている。補 助 金 政 策 に関 する規 律 は定 められていない。

5 9 6 0 

 

（５） APEC（アジア太 平 洋 経 済 協 力 ）6 1 

 

ＡＰＥＣは、１９８９年 に発 足 し、１９９４年 の閣 僚 ･ 首 脳 会 合 において、「ＡＰＥＣ経

                                   
5 8  競 争 政 策 については、当 該 協 定 １２条 、及 び同 協 定 ７条 に基 づく実 施 取 極 の第
五 章 で規 定 。 
5 9  先 に述 べたように、シンガポールはＥＦＴＡとも２００２年 ６月 に自 由 貿 易 協 定 を締
結 し、既 に４件 の自 由 貿 易 協 定 の当 事 国 となっており、アジアで最 も積 極 的 に自 由
貿 易 協 定 を推 進 している国 である。しかしながら、貿 易 救 済 措 置 の協 定 における取
極 めの内 容 は、協 定 ごとに大 きく異 なっている。 
6 0  なお、これらのアジアでの動 きの他 、２００１年 に中 国 がＡＳＥＡＮとの間 で１０年 後
の自 由 貿 易 協 定 の締 結 を目 指 すとの発 表 を行 っており、今 後 アジア各 国 を含 む地
域 貿 易 協 定 は増 加 するものと考 えられる。 
6 1  APEC に加 盟 しているのは、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、中 国 、香 港 、
インドネシア、日 本 、韓 国 、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプア･ニューギ
ニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、台 湾 、タイ、米 国 、ベトナムの計 ２１
ヶ国 ・地 域 。 
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済 首 脳 の共 通 の決 意 の宣 言 」（ボゴール宣 言 ）を採 択 し、２０２０年 （先 進 経 済 は２０

１０年 ）までに域 内 における自 由 で開 かれた貿 易 ･ 投 資 を達 成 するという長 期 目 標 を

設 定 した。しかし、域 内 の自 由 化 は、法 的 に拘 束 力 のある自 由 貿 易 協 定 や関 税 同

盟 に基 づくものではない。ＡＰＥＣにおける自 由 化 プロセスは、各 国 が各 々の自 由 化

目 標 を自 主 的 に設 定 し、実 行 す る個 別 行 動 計 画 （ＩＡＰ：Individual Action 

Plan）と全 体 として共 同 で取 り組 む 共 同 行 動 計 画 （ＣＡＰ：Collective Action 

Plan）を中 心 に進 められている。 

これらの計 画 で見 る限 りでは、貿 易 救 済 措 置 はＷＴＯ協 定 に整 合 的 に運 用 する

ことが若 干 触 れられているのみである。また、競 争 政 策 については、主 要 検 討 テーマ

の一 つとして扱 われており、ＡＰＥＣ加 盟 国 の競 争 政 策 と競 争 法 に関 するデータベ

ース化 が進 められている。補 助 金 政 策 については、目 立 った検 討 はなされていな

い。 

過 去 においては、１９９３年 の賢 人 会 議 第 一 報 告 書 、１９９４年 の第 二 報 告 書 にお

いて、アンチダンピング及 び制 限 的 な商 慣 行 に関 する項 目 が含 まれており、アンチ

ダンピングおよび独 占 禁 止 法 が貿 易 に与 える影 響 を検 討 することや、この問 題 を扱

うタスク･フォースを設 置 し、最 終 的 には競 争 政 策 などの広 範 囲 にわたる問 題 も検 討

することなどが提 言 されている。また、セーフガード措 置 に関 しては、厳 格 な適 用 を

求 めることなどが提 案 されていた。しかしながら、その後 は貿 易 制 限 措 置 についての

更 なる規 律 化 に関 する検 討 はなされていないようである。 

 

この章 で検 討 してきた地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いについて、ま

とめたものを表 ３．１に示 す。 
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４．地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 い概 観  

 

 ２．及 び３．の検 討 の結 果 、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いには、ど

のような傾 向 が認 められるであろうか。 

 

４．１ 規 定 のあり方 の多 様 さ 

 

主 要 な特 徴 の一 つが、３つの貿 易 救 済 措 置 、即 ちアンチダンピング措 置 、補 助

金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 の規 定 のあり方 の多 様 さである。 

各 々の措 置 について、不 適 用 とするのか、発 動 に関 する規 律 を強 化 するのか、

WTO 協 定 を参 照 するのか、全 く言 及 しないのか、更 にそれぞれ何 らかの条 件 を付 す

のか、移 行 期 間 における経 過 措 置 とするのか、といった点 で非 常 に多 様 な取 極 めが

成 されている。 

また、アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 の３つの

措 置 について、各 々上 記 のどのような規 定 とするのかが協 定 ごとに異 なり、この３つ

の措 置 の組 み合 わせの観 点 からも多 様 になっている。 

さらに、地 域 貿 易 協 定 の締 約 国 ごとに着 目 しても、貿 易 救 済 措 置 の扱 い方 につ

いて必 ずしも一 貫 して同 じ方 針 を採 用 している訳 ではなく、地 域 貿 易 協 定 を締 結 す

る相 手 国 との貿 易 がどのような状 況 にあるかにより、異 なる貿 易 救 済 措 置 の規 定 を

採 用 していることが分 かる。 

WTO で設 けられている地 域 貿 易 協 定 に関 する規 定 である「GATT２４条 」や「GATT２

４条 の解 釈 に関 する了 解 」を参 照 しても、貿 易 救 済 措 置 に関 する規 律 は明 快 なも

のではない。従 って、上 記 のような多 様 さの背 景 には、地 域 貿 易 協 定 における貿 易

救 済 措 置 の規 定 のあり方 に関 する雛 型 が不 在 であったことが挙 げられるであろう。ま

た、３つの貿 易 救 済 措 置 の各 々のメリット・デメリットについては、国 ごとに異 なる見 方

をしていることが伺 われるが、雛 型 不 在 ゆえに、地 域 貿 易 協 定 の締 結 に当 たり、

各 々の国 が国 内 的 に受 け入 れ易 い規 定 を裁 量 的 に採 用 して来 たことが考 えられ

る。 

 

４．２ 協 定 締 結 ・改 正 の年 代 的 影 響  

 

年 代 的 には、１９９０年 代 以 降 、地 域 貿 易 協 定 の締 結 や見 直 しに当 たり、貿 易 救

済 措 置 の扱 いが明 示 的 に協 定 の中 で規 定 されるようになった。概 ね、これらの１９９
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０年 代 以 降 に締 結 ・改 正 された地 域 貿 易 協 定 においては、相 互 の関 税 の撤 廃 に

留 まらず、貿 易 救 済 措 置 の域 内 での相 互 不 適 用 や発 動 規 律 の強 化 、競 争 政 策 、

補 助 金 政 策 等 の域 内 での調 和 について言 及 されることが多 くなっている6 2。貿 易 救

済 措 置 の貿 易 歪 曲 効 果 や競 争 政 策 等 による代 替 の議 論 が学 界 等 で活 発 化 した

ことにより、広 く問 題 意 識 が高 まったことが背 景 にあると考 えられる。 

また、１９９０年 代 半 ば以 降 、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いを巡 る

紛 争 案 件 が増 加 している6 3ことを受 け、日 －シンガポール自 由 貿 易 協 定 、EFTA－シ

ンガポール自 由 貿 易 協 定 など、近 年 締 結 されている地 域 貿 易 協 定 の一 部 では、対

世 界 セーフガード措 置 の域 内 不 適 用 について慎 重 な対 応 を取 っていることが伺 え

る。 

 

４．３ 関 税 同 盟 における貿 易 救 済 措 置  

 

ＥＵ、ＭＥＲＣＯＳＵＲ、ＥＵ－トルコの関 税 同 盟 においては、移 行 期 間 後 に実 現 さ

れるものも含 め、域 内 においては３つの貿 易 救 済 措 置 の全 てを廃 止 する方 針 が打

ち出 されている点 が着 目 される。 

関 税 同 盟 では、自 由 貿 易 協 定 と比 較 して、対 外 通 商 政 策 の共 通 化 を図 るなど、

経 済 統 合 の度 合 いをより深 めることが求 められるが、経 済 統 合 の進 展 の度 合 いと貿

易 救 済 措 置 の不 適 用 の相 関 関 係 を示 唆 する例 として興 味 深 い。 

 

４．４ 域 内 における対 世 界 セーフガード措 置 の適 用 の三 極 化  

 

域 内 における対 世 界 セーフガード措 置 の扱 いに関 して、三 極 化 が認 められる。即

ち、地 域 貿 易 協 定 の域 内 では、①不 適 用 とするのか、②域 外 ・域 内 の区 別 なくセー

フガード措 置 を適 用 するのか、③原 則 不 適 用 だが、一 定 条 件 下 の特 別 な場 合 のみ

適 用 可 能 とするのか、の３つに分 かれている。 

①の立 場 を取 っているものには、ＡＮＺＣＥＲＴＡ、ＮＺ－シンガポールがある。主 に

大 洋 州 が関 与 する自 由 貿 易 協 定 である。また、ＥＵ、ＥＵ－トルコ、ＭＥＲＣＯＳＵＲの

関 税 同 盟 も同 じ立 場 をとっている6 4。 

                                   
6 2  EU は、年 代 的 に早 い段 階 で域 内 の貿 易 救 済 措 置 を撤 廃 しているが、例 外 的 に
域 内 の関 税 撤 廃 の自 然 な帰 結 として廃 止 している。 
6 3  ５．の章 参 照 のこと。 
6 4  関 税 同 盟 の場 合 は全 体 が一 つの単 位 として域 外 国 に対 するセーフガード措 置
を発 動 する場 合 と、関 税 同 盟 に属 している個 々の国 の単 位 で対 世 界 セーフガード
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②の立 場 を取 っているのは、ＥＥＡ、ＥＦＴＡ、ＥＵと中 東 欧 諸 国 との間 の欧 州 協 定

や連 合 協 定 、ＥＵ－メキシコ、ＡＦＴＡ、日 －シンガポール、ＥＦＴＡ－シンガポールの

自 由 貿 易 協 定 である。主 に欧 州 、日 本 が関 与 する自 由 貿 易 協 定 である。 

③の立 場 を取 っているのは、ＮＡＦＴＡ、カナダ－チリ、カナダ－イスラエルの自 由

貿 易 協 定 であり、原 則 域 内 では不 適 用 としているが、域 内 国 からの輸 入 シェアが大

きく（輸 入 元 国 の上 位 ５位 以 内 ）に入 り、その輸 入 の急 増 が国 内 産 業 に重 大 な損

害 を与 える場 合 には、措 置 を発 動 できると定 めている。しかしながら、措 置 の発 動 に

は、「更 なる自 由 化 による補 償 」が伴 うため、実 態 上 の不 適 用 となっている。主 に米

国 、カナダが関 与 する自 由 貿 易 協 定 である。 

 

４．５ 域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置 の移 行 期 間 における適 用  

 

 域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置 は、４．４の対 世 界 セーフガード措 置 とは別 に、地

域 貿 易 協 定 の締 結 による域 内 の貿 易 自 由 化 に伴 い、急 激 な輸 入 の増 加 が発 生 し

た場 合 に備 えて設 けられる特 別 の規 定 である。移 行 期 間 中 に一 定 の条 件 の下 で発

動 できるとされていることが多 い。近 年 、地 域 貿 易 協 定 において頻 繁 に用 いられて

いる手 法 である。 

このような域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置 を設 けている地 域 貿 易 協 定 には、ＭＥ

ＲＣＯＳＵＲ、カナダ－チリ、カナダ－イスラエル、ＮＡＦＴＡ、日 －シンガポール、ＥＦＴ

Ａ－シンガポール6 5の関 税 同 盟 や自 由 貿 易 協 定 がある。 

この域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置 は、急 激 な貿 易 自 由 化 に対 する緊 急 避 難

措 置 の性 格 を有 するものであることから、移 行 期 間 終 了 後 には適 用 されなくなること

が一 般 的 である。 

なお、域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置 を設 置 するかどうかと、４．４で述 べた対 世

界 セーフガード措 置 の適 用 に際 し域 内 国 を発 動 対 象 から除 外 するかどうかについ

ては、必 ずしも対 応 していない。域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置 を設 置 している協

定 の中 でも、４．４の①、②、③のどの立 場 を取 るかは、全 く異 なっている。 

 

４．６ アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 と政 策 協 調  

                                                                                                  

措 置 を発 動 する場 合 が考 えられる。後 者 の場 合 に、関 税 同 盟 の域 内 の国 を発 動
対 象 から除 外 する場 合 には、自 由 貿 易 協 定 と同 様 の論 点 を抱 える可 能 性 がある。 
6 5  ＥＦＴＡ－シンガポール協 定 においては、「移 行 期 間 」は定 められていないが、協
定 発 効 ２年 後 に当 該 措 置 の維 持 の必 要 性 を検 討 することとなっている。 
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アンチダンピング措 置 や補 助 金 相 殺 関 税 措 置 が不 適 用 とされる場 合 には、ＥＵ

の「acquis communautaire の共 有 」で代 表 されるように、競 争 政 策 や補 助 金 政 策

の域 内 での共 通 化 が進 められるか、少 なくとも加 盟 国 間 で情 報 交 換 等 の協 力 関 係

の構 築 が規 定 されている。 

また、競 争 政 策 と補 助 金 政 策 を比 較 すると、競 争 政 策 の協 調 の方 が進 んでおり、

このため、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 よりはアンチダンピング措 置 の不 適 用 の方 が採 択

され易 い面 が認 められる。 

アンチダンピング措 置 を域 内 不 適 用 としているのは、ＥＵの関 税 同 盟 、及 びＥＥＡ、

ＥＦＴＡ、ＡＮＺＣＥＲＴＡの自 由 貿 易 協 定 である。また、ＥＵ－トルコ、ＭＥＲＣＯＳＵＲ

の関 税 同 盟 、及 びカナダ－チリの自 由 貿 易 協 定 でも、移 行 期 間 終 了 後 、域 内 不

適 用 にすることとしている。 

補 助 金 相 殺 関 税 措 置 を域 内 不 適 用 としているのは、ＥＵの関 税 同 盟 、及 びＥＥ

Ａ、ＥＦＴＡ、ＥＵ－中 東 欧 の自 由 貿 易 協 定 である。ＥＵ－トルコ、ＭＥＲＣＯＳＵＲの

関 税 同 盟 も、移 行 期 間 終 了 後 、域 内 不 適 用 にすることとしている。 

 

４．７ 貿 易 救 済 措 置 による貿 易 阻 害 効 果 への言 及  

 

貿 易 救 済 措 置 は、輸 入 により重 大 な損 害 を蒙 る特 定 の国 内 産 業 を保 護 する一

方 で、国 内 消 費 者 や国 内 ユーザー産 業 、輸 出 国 の産 業 には価 格 上 昇 や貿 易 歪

曲 等 の悪 影 響 を及 ぼすことが広 く認 識 されて来 ている。このことから、地 域 貿 易 協

定 に貿 易 救 済 措 置 の規 定 を設 けるに当 たり、貿 易 救 済 措 置 の貿 易 への悪 影 響 や

濫 用 の問 題 などについて言 及 している例 が散 見 される。 

域 内 のアンチダンピング措 置 とセーフガード措 置 を原 則 不 適 用 としているカナダ

－チリ自 由 貿 易 協 定 では、WTO 等 多 国 間 フォーラムや NAFTA へのチリの加 盟 、FTAA

の設 立 などの場 面 において、貿 易 救 済 措 置 が貿 易 を阻 害 する可 能 性 を最 小 限 に

留 めるように両 国 が共 同 して働 きかけることなどを規 定 に盛 り込 んでいる6 6。 

日 －シンガポール新 時 代 経 済 連 携 協 定 では、協 定 調 印 時 の両 国 首 脳 の共 同

声 明 において、「（ダンピング防 止 措 置 が）貿 易 を阻 害 し国 内 産 業 を不 公 正 に保 護

すると言 う保 護 主 義 的 な目 的 のためにしばしば濫 用 されることについて深 い懸 念 を

共 有 する。」と述 べている6 7。  

                                   
6 6  Chapter M：05 条 。前 述 の３．２（２）カナダ－チリ自 由 貿 易 協 定 の項 参 照 。 
6 7  当 該 協 定 では、貿 易 救 済 措 置 を制 度 的 に不 適 用 とする規 定 を置 くことについて
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１９９０年 に域 内 のアンチダンピング措 置 、セーフガード措 置 を廃 止 したオーストラ

リア－ニュージーランド経 済 協 力 協 定 （ANZCERTA）では、域 内 のモノの自 由 貿 易 が

実 現 されれば、それ以 降 は域 内 でアンチダンピング措 置 を適 用 することは妥 当 でな

い（not appropriate）であると記 述 している6 8。 

 また、ニュージーランド－シンガポール経 済 協 力 協 定 では、現 行 の WTO アンチダン

ピング協 定 の個 々の規 律 を強 化 する規 定 を設 けているが、これは、「（アンチダンピン

グ措 置 の）恣 意 的 かつ保 護 主 義 的 な発 動 を極 力 さけるため」としている6 9。 

 

４．８ 注 目 される今 後 の貿 易 救 済 措 置 の扱 い 

 

米 国 では、１９９４年 以 降 、実 に８年 振 りに大 統 領 に包 括 通 商 交 渉 権 限 を与 える

Trade Promotion Authority 法 案 が議 会 を通 過 し、大 統 領 の署 名 を待 つばかり

となっている。このことにより米 国 は、ＦＴＡＡ交 渉 やシンガポールやチリとの二 国 間 自

由 貿 易 交 渉 を強 力 に推 進 する素 地 が整 ったと考 えられる。また、ＥＵでも中 東 欧 諸

国 １０ヶ国 7 0のＥＵ加 盟 を２００２年 内 に妥 結 するべく注 力 している他 、ＥＵ－ＭＥＲＣ

ＯＳＵＲの自 由 貿 易 交 渉 に梃 入 れする動 きも見 られる。 

アジアでも、シンガポールが引 き続 き二 国 間 の自 由 貿 易 協 定 の締 結 に積 極 的 で

ある他 、日 本 も、韓 国 、メキシコ、ASEAN との自 由 貿 易 協 定 交 渉 を本 格 化 する動 き

を見 せている。また、中 国 も ASEAN との自 由 貿 易 協 定 の締 結 を目 指 しており、他 の

アジアの諸 国 や、オーストラリア、ニュージーランドなど大 洋 州 の国 々も更 なる自 由 貿

易 協 定 の締 結 を模 索 している。 

今 後 、数 的 にも貿 易 量 の点 からも影 響 の大 きい地 域 貿 易 協 定 の締 結 が相 次 ぐ

ことが予 定 されている。各 々の新 たな地 域 貿 易 協 定 において、貿 易 救 済 措 置 の扱

いについてどのような対 応 がなされて行 くのかが注 視 される。 

                                                                                                  

は慎 重 であったものの、措 置 の発 動 の面 では、日 本 、シンガポールともに、これまで
貿 易 救 済 措 置 を殆 ど用 いてきていない。 
6 8  ３．３（２） ANZCERTA の項、及び注５０参照。  
6 9  ３．３（３）ニュージーランド－シンガポール経済協力協定の項参照。 
7 0  ポーランド、ハンガリー、チェッコ、スロヴァキア、スロヴェニア、ラ
トヴィア、リトアニア、エストニア、マルタ、サイプラス。  
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５． 地 域 貿 易 協 定 関 連 システミック・イシューと紛 争 案 件  

 

これまで、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の規 定 のあり方 について概 観 し

てきたが、次 にこれらの規 定 のあり方 とWTO 協 定 との整 合 性 について検 討 を行 う。 

地 域 貿 易 協 定 における多 様 な貿 易 救 済 措 置 のあり方 は、WTO 協 定 において、地

域 貿 易 協 定 を規 律 しているＧATT２４条 や、アンチダンピング協 定 、補 助 金 相 殺 措

置 協 定 、セーフガード協 定 等 関 連 の規 定 に照 らして、どのような論 点 を惹 起 してい

るのであろうか。 

以 下 では、WTO の地 域 貿 易 協 定 委 員 会 における議 論 や、関 連 する紛 争 処 理 案

件 などをもとに、貿 易 救 済 措 置 に関 する主 なシステミック・イシューを抽 出 し、争 点 を

整 理 してみることとする。 

 

５．１ 貿 易 救 済 措 置 に関 する主 なシステミック・イシュー 

 

 地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の規 定 に関 するどのような点 が、ＷＴＯ協

定 整 合 性 の観 点 から議 論 になっているのであろうか。 

 

（１）論 点 １：関 税 その他 の制 限 的 通 商 規 則 への該 当  

 

 まず、貿 易 救 済 措 置 は、関 税 同 盟 や自 由 貿 易 協 定 において廃 止 することが求 め

られている「制 限 的 通 商 規 則 」に含 まれるのかという問 題 がある。 

 GATT２４条 ８項 では、関 税 同 盟 及 び自 由 貿 易 協 定 においては、「関 税 その他 の制

限 的 通 商 規 則 （duties and other restrictive regulations of commerce）」

をその構 成 地 域 の原 産 の産 品 の構 成 地 域 間 の実 質 上 の全 ての貿 易 について廃

止 することが求 められている。 

この「制 限 的 通 商 規 則 （以 下 「ORRC」）」の撤 廃 には、例 外 が認 められている7 1が、

貿 易 救 済 措 置 に関 する規 定 、即 ち GATT６条 （ダンピング防 止 税 及 び相 殺 関 税 ）及

び GATT１９条 （特 定 の産 品 の輸 入 に対 する緊 急 措 置 （セーフガード措 置 ））は、この

GATT２４条 ８項 の条 文 の中 の例 外 リストに明 示 的 には含 まれていない。 

                                   
7 1  GATT１１条 （数 量 制 限 の一 般 的 廃 止 ）、１２条 （国 際 収 支 の擁 護 のための制 限 ）、
１３条 （数 量 制 限 の無 差 別 適 用 ）、１４条 （無 差 別 待 遇 の原 則 の例 外 ）、１５条 （為 替
取 極 ）及 び２０条 （一 般 的 例 外 ）の規 定 に基 づいて認 められるもので必 要 とされるも
のを除 く。 



 34

このため、以 下 の２つの主 張 がなされている。 

① この ORRC の例 外 リストは「illustrative（例 示 的 ）」な性 格 のものであり、

この例 外 リストに含 まれていない６条 （ダンピング防 止 税 及 び相 殺 関 税 ）や

１９条 （セーフガード措 置 ）であっても必 要 なものであれば、関 税 同 盟 や自

由 貿 易 協 定 において廃 止 しなくても良 いという主 張 がある。 

② 一 方 、この例 外 リストは「exhaustive（全 て記 載 ）」な性 格 のものであり、

関 税 同 盟 や自 由 貿 易 協 定 を締 結 する際 には、例 外 リストに含 まれていな

い貿 易 救 済 措 置 については、域 内 で廃 止 すべきとの主 張 がある。 

 ①の主 張 を裏 付 けるものとして、GATT２０条 （一 般 的 例 外 ）が例 外 リストに含 まれて

い る一 方 で 、GATT ２１条 （安 全 保 障 の 例 外 ）が 含 まれ お らず 、例 外 リストが

illustrative な性 格 のものでないとすると、安 全 保 障 に関 連 した輸 出 入 規 制 を設

けられないことになり不 適 切 であるとの議 論 がある。 

しかしながら、対 立 する解 釈 のいずれが正 しいのかについてのコンセンサスは得 ら

れておらず、紛 争 処 理 での判 断 も確 立 していない7 2。 

 

（２） 論 点 ２：セーフガード措 置 の域 内 不 適 用  

 

ある国 が対 世 界 セーフガード措 置 を発 動 する際 に、地 域 貿 易 協 定 の域 内 の加

盟 国 に当 該 セーフガード措 置 を非 加 盟 国 と同 様 に適 用 するか否 かについては、主

に以 下 の３つの主 張 が対 立 している。各 国 は、概 ね自 国 が関 与 する地 域 貿 易 協 定

における規 定 の実 態 に呼 応 する内 容 の主 張 を行 っている。 

①域 内 セーフガードは廃 止 すべきとの主 張  

 1)ORRC 例 外 のリストは exhaustive であり、セーフガード措 置 は廃 止 す

べきとの見 解 7 3や、2)移 行 期 間 以 降 も域 内 でセーフガード措 置 を発 動 す

るのは、地 域 貿 易 協 定 による市 場 統 合 へのコミットメントや効 率 化 に逆 行

するものであり、貿 易 自 由 化 が達 成 されれば、対 世 界 セーフガード措 置 の

発 動 対 象 からも域 内 の加 盟 国 は外 すべきという主 張 がある7 4。 

②セーフガード措 置 の発 動 は最 恵 国 待 遇 原 則 に基 づくべきとの主 張  

                                   
7 2  米 国 －ラインパイプセーフガードケースで、パネル報 告 では、セーフガード措 置 が
ＯＲＲＣに該 当 するとの解 釈 を示 している。（WTO:WT/DS202/R para.  7.141）しかし
ながら、上 級 委 員 会 報 告 において、当 該 解 釈 を含 むパネル報 告 のＧＡＴＴ２４条 関
連 部 分 は、本 件 の解 決 に無 関 係 であるとして法 的 影 響 を及 ぼさないと修 正 された。 
7 3  オーストラリアが主 張 。（WTO:WT/REG/W/37）。 
7 4  オーストラリア及 びカナダが主 張 。（WTO:WT/REG/W/37）。 
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 この主 張 は、WTO の基 本 原 則 の一 つである最 恵 国 待 遇 原 則 をより重 視

する立 場 であり、地 域 統 合 によりこの原 則 が崩 れるのを懸 念 するものであ

る。即 ち、セーフガード措 置 が発 動 される場 合 には、非 加 盟 国 のみならず

加 盟 国 にも適 用 されなければならないという主 張 である。また、ORRC の例

外 リストは illustrative なものであると主 張 するものである7 5。 

更 に、セーフガード措 置 の選 択 的 適 用 は、第 三 国 への差 別 につながる

可 能 性 があり、GATT１条 の一 般 的 最 恵 国 待 遇 やセーフガード協 定 ２．２

条 の輸 入 源 を問 わず発 動 されるべきとの原 則 に抵 触 する恐 れがあると指

摘 している。 

また、経 済 的 実 態 に照 らしても、セーフガード措 置 は国 内 産 業 が深 刻

な損 害 に遭 遇 する特 殊 な状 況 下 においてのみ発 動 されるものであり、域

内 加 盟 国 からは引 き続 き輸 入 が継 続 するとすれば、第 三 国 へのセーフガ

ード措 置 が正 当 化 されるだけの深 刻 な損 害 が存 在 するのかどうか疑 われ

るというものである7 6。 

③セーフガード措 置 の状 況 に応 じた域 内 での発 動 が可 能 だとする主 張  

第 三 国 への悪 影 響 を及 ぼさなければ、国 際 法 や多 角 的 条 約 に基 づい

て地 域 貿 易 協 定 加 盟 国 の間 での権 利 義 務 関 係 はフレキシブルに変 え

得 るという立 場 である。 

例 えば、域 内 国 からの輸 入 のシェアに着 目 し、どの程 度 深 刻 な損 害 に

影 響 を与 えているかによって、域 内 国 をセーフガード措 置 の対 象 から外 す

ことができる（「デミニマス条 件 」）という主 張 もある7 7。 

しかしながら、このような立 場 に立 つ加 盟 国 も、ORRC リストの性 格 や、域

内 セーフガード措 置 の発 動 のための条 件 に関 する考 え方 については、さ

らに意 見 が分 かれている。 

 セーフガード措 置 の域 内 不 適 用 については、５．２の関 連 紛 争 案 件 の項 で後 述 す

るように、数 回 に渡 って争 われているが、地 域 貿 易 協 定 の域 内 でセーフガード措 置

を不 適 用 とすること自 体 の整 合 性 については、判 断 が下 されていない。 

 

（３）論 点 ３：アンチダンピング措 置 及 び補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の域 内 不 適 用  

                                   
7 5  また、例 外 リストが il lustrat ive なものである理 由 として、セーフガード措 置 の効 果
は、例 外 リストに含 まれている GATT１１条 （数 量 制 限 の一 般 的 廃 止 ）、１２条 （国 際
収 支 の擁 護 のための制 限 ）と同 様 なものである点 も指 摘 している。 
7 6  日 本 及 び香 港 が主 張 。（WTO:WT/REG/W/37）。 
7 7  イスラエル及 びカナダが主 張 。（WTO:WT/REG/W/37）。 
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 アンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の域 内 不 適 用 についても、セーフガ

ード措 置 と同 様 に、ORRC リストの性 格 、最 恵 国 待 遇 との関 係 等 の論 点 について、異

なる主 張 がなされている。 

 セーフガード措 置 と、アンチダンピング措 置 及 び補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の違 いは、

セーフガード措 置 がセーフガード協 定 ２．２条 により、「輸 入 源 のいかんを問 わず、と

られるものとする（irrespective of its source）」と明 確 に無 差 別 原 則 が規 定 さ

れているのに対 し、アンチダンピング措 置 や補 助 金 相 殺 関 税 措 置 では、元 来 ダンピ

ングを行 っている生 産 者 や、補 助 金 を出 している国 に特 定 的 (specific)に取 られ

る措 置 であり、最 恵 国 待 遇 からの逸 脱 を前 提 としている点 である。 

この違 いを背 景 に、アンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置 については発

動 に際 し域 内 国 を発 動 対 象 から除 外 したとしても最 恵 国 待 遇 原 則 との関 係 で問 題

は生 じないとの主 張 7 8もある。 

 

（４）論 点 ４：重 大 な損 害 の決 定 と措 置 の適 用 対 象 のパラレリズム 

 

セーフガード措 置 、アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 は、発 動 の要

件 として国 内 産 業 に対 する重 大 な損 害 （又 はそのおそれ）の認 定 を求 めているが、

この重 大 な損 害 を引 き起 こしている輸 入 の調 査 範 囲 と措 置 の発 動 対 象 の範 囲 は

（途 上 国 を対 象 とした例 外 を除 き）一 致 すべきであるという主 張 がある。 

即 ち、重 大 な損 害 （又 はそのおそれ）の決 定 には域 内 国 からの輸 入 による影 響 を

含 めながら、措 置 の発 動 の段 階 で当 該 域 内 国 を発 動 対 象 から外 すことは不 適 切 だ

というものである。 

この重 大 な損 害 の決 定 における調 査 対 象 と措 置 の適 用 対 象 における「パラレリズ

ム（parallelism）」については、後 述 のとおり、セーフガード措 置 を巡 り、アルゼンチ

ン－履 物 ケース、米 国 －小 麦 グルテンケース、米 国 －羊 肉 ケース、米 国 ラインパイ

プケースでも争 われており7 9、いずれも措 置 の発 動 段 階 で NAFTA の域 内 国 であるカ

ナダやメキシコを措 置 の対 象 から外 したのは WTO 協 定 に不 整 合 であるとの結 論 にな

っている。 

                                   
7 8  カナダが主 張 。（WTO:WT/REG/M/15, para.26）。 
7 9  繊 維 セーフガードを巡 ってであるが、同 様 にパラレリズムの問 題 が、米 国 －綿 糸
セーフガードケースでも争 われ、ＮＡＦＴＡ域 内 国 の除 外 がＷＴＯ不 整 合 と判 断 され
ている。 
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アンチダンピング協 定 ３．３条 、及 び補 助 金 相 殺 措 置 協 定 １５．３条 では、二 以 上

の国 からの輸 入 の影 響 を累 積 的 に評 価 することができると定 められており、このよう

な調 査 対 象 に域 内 国 を含 めながら、発 動 対 象 から除 外 する場 合 には、セーフガー

ド措 置 と同 様 に、調 査 対 象 と発 動 対 象 の「パラレリズム」の問 題 をアンチダンピング

措 置 及 び補 助 金 相 殺 関 税 措 置 についても生 じる可 能 性 がある。 

 

（５）論 点 ５：関 税 同 盟 における域 外 国 への貿 易 救 済 措 置 の自 動 適 用  

 

関 税 同 盟 の締 結 に際 し、一 方 で適 用 されていた域 外 国 への貿 易 救 済 措 置 を、

他 方 も同 様 に域 外 国 に対 し自 動 適 用 することは妥 当 だろうか。 

GATT２４条 ８(a)(ii)では、関 税 同 盟 の各 構 成 国 は、実 質 的 に同 一 の関 税 その

他 の通 商 規 則 をその同 盟 に含 まれない地 域 の貿 易 に適 用 することとなっているが、

このことを以 って、関 税 同 盟 締 結 時 における貿 易 救 済 措 置 の自 動 適 用 が正 当 化 さ

れ得 るのかどうかが論 点 となっている。 

また、GATT２４条 ４項 及 び５項 では、地 域 貿 易 協 定 は、域 外 国 との間 の貿 易 に対

する障 害 を引 き上 げてはならず、関 税 その他 の通 商 規 則 は、全 体 として、締 結 前 の

水 準 や通 商 規 則 より高 度 又 は制 限 的 なものであってはならないと定 められており、

自 動 適 用 を行 うべきではないとの主 張 もある。 

貿 易 救 済 措 置 ではなく輸 入 数 量 制 限 措 置 ではあるが、「トルコ－繊 維 及 び繊 維

製 品 輸 入 数 量 制 限 ケース」では、トルコとＥＵが関 税 同 盟 を開 始 するに際 し、ＥＵが

域 外 国 に適 用 していた数 量 制 限 をトルコも導 入 した件 について争 われたが、パネル

報 告 も上 級 委 員 会 報 告 も、WTO 協 定 に整 合 的 でない輸 入 数 量 制 限 を導 入 すること

を GATT２４条 により正 当 化 することはできないと結 論 している8 0。 

さらに、上 級 委 員 会 は、この点 に関 し、関 税 同 盟 が GATT２４条 ８(a)及 び５(a)の

条 件 を完 全 に満 たすものであり、当 該 措 置 が導 入 できないならば関 税 同 盟 の形 成

が妨 げられることを証 明 する場 合 のみ、２４条 による擁 護 が得 られる8 1としている。 

 

（６）論 点 ６：関 税 同 盟 と自 由 貿 易 協 定 では異 なるか 

 

関 税 同 盟 と自 由 貿 易 協 定 では、満 たすべき要 件 が異 なるが、このことにより関 税

                                   
8 0  WTO:WT/DS34/R para9.189。 
8 1  「必 要 性 テスト（necessity test）」と呼 ばれる。後 述 の５．２（１）トルコ－繊 維 及 び
繊 維 製 品 輸 入 数 量 制 限 ケースの項 参 照 のこと。 
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同 盟 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いと自 由 貿 易 協 定 における扱 いとでは何 らかの差

異 が生 じるであろうか。 

関 税 同 盟 と見 なされ るための要 件 の一 つ として、前 述 のとお り GATT２４条 ８

(a)(ii)では、「同 盟 の各 構 成 国 が、実 質 的 に同 一 の関 税 その他 の通 商 規 則

（ORC:duties and other regulations of commerce 8 2）をその同 盟 に含 まれな

い地 域 の貿 易 に適 用 すること」とされている。自 由 貿 易 協 定 には、このような対 外 的

な実 質 的 に同 一 の関 税 その他 の通 商 規 則 の適 用 は求 められていない。 

このことから関 税 同 盟 の域 内 貿 易 は、アンチダンピング措 置 や補 助 金 相 殺 関 税

措 置 のみならず、対 世 界 セーフガード措 置 の対 象 からも除 外 されるとの主 張 がある

8 3。この見 解 に対 しては、ＧＡＴＴ２４条 8(a)(ii)項 は、関 税 同 盟 における対 外 措 置

の完 全 な調 和 を求 めている訳 ではなく、対 世 界 セーフガード措 置 が最 恵 国 待 遇 原

則 に基 づいて発 動 されるべきとの規 律 は、関 税 同 盟 の場 合 についても成 り立 つとい

う反 論 8 4もある。 

セーフガード協 定 ２．１注 では、「関 税 同 盟 は、一 の単 位 として又 は一 の構 成 国 の

ためにセーフガード措 置 をとることができる。」と定 めており、重 大 な損 害 （及 びおそ

れ）の決 定 のための要 件 も、それに応 じた単 位 に存 在 する条 件 に基 づくものとされて

いる。関 税 同 盟 についても、対 世 界 セーフガード措 置 の域 内 国 への不 適 用 は、当

該 セーフガード措 置 がどの構 成 単 位 （関 税 同 盟 全 体 か、一 つの構 成 国 か）のため

に取 られているのかという点 と、前 述 の論 点 ３の損 害 認 定 と発 動 対 象 のパラレリズム

を併 せて考 慮 する必 要 があろう。 

また、地 域 貿 易 協 定 において、域 内 では貿 易 救 済 措 置 を競 争 政 策 の協 調 によ

り代 替 し、域 外 国 については引 き続 き貿 易 救 済 措 置 を適 用 するといった二 重 のシス

テムを維 持 することは、貿 易 歪 曲 的 効 果 を有 するとの主 張 8 5がある。この点 に関 して

も、関 税 同 盟 が共 通 の対 外 政 策 を取 ることとが、域 内 の貿 易 救 済 措 置 の不 適 用 ・

適 用 の問 題 に関 して自 由 貿 易 協 定 と異 なる正 当 化 の根 拠 を与 えるかどうかについ

ても明 確 でない。 

                                   
8 2  関 税 その他 の通 商 規 則 （ORC）と、前 出 の関 税 その他 の「制 限 的 」通 商 規 則
（ORRC）とは区 別 されている。ORRC と同 様 に、ORC に何 が含 まれるかは必 ずしも
明 確 になっていないが、トルコ繊 維 製 品 ケースのパネル報 告 では、アンチダンピング
措 置 を含 む貿 易 に影 響 を与 えるどのような規 則 も含 まれ得 るとされている。
(WTO:WT/DS34/R, para.9.120)。 
8 3  EC の主 張 。（WTO:WT/REG/M.14, para.9）。 
8 4  香 港 及 び韓 国 の主 張 。（WTO:WT/REG/W/19,para.11）
（WTO:WT/REG/M/14,para.10）。 
8 5  日 本 の主 張 。（WTO:WT/REG/W/28）。 
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５．２ 関 連 紛 争 案 件  

 

次 に、関 連 する紛 争 処 理 案 件 を取 り上 げ、各 々案 件 において地 域 貿 易 協 定 に

おける貿 易 救 済 措 置 の扱 いや類 似 の輸 入 制 限 的 慣 行 が、どのように議 論 されたか

について検 討 してみたい。 

 

（１） トルコ－繊 維 及 び繊 維 製 品 輸 入 数 量 制 限 ケース8 6  

 

 トルコの繊 維 及 び繊 維 製 品 輸 入 数 量 制 限 のケースは、貿 易 救 済 措 置 を対 象 とし

たものではないが、地 域 貿 易 協 定 に関 連 する紛 争 処 理 案 件 として引 用 されることが

多 いため、ここで概 観 することとする。 

本 件 は、１９９５年 にトルコとEC の間 で関 税 同 盟 の実 施 が合 意 された8 7ことを受 け、

１９９６年 １月 １日 にトルコが繊 維 及 び繊 維 製 品 １９カテゴリーについて、インドに対 し

て EC と同 様 の輸 入 数 量 制 限 を課 したため、インドがパネル提 訴 したものである。１９

９９年 ５月 にパネル報 告 、１９９９年 １０月 に上 級 委 員 会 報 告 が提 出 され、１９９９年 １

１月 に上 級 委 員 会 報 告 及 び上 級 委 員 会 報 告 により修 正 されたパネル報 告 が紛 争

処 理 委 員 会 において採 択 されている。 

パネル報 告 は、トルコの措 置 が GATT１１条 、１３条 及 び繊 維 協 定 （ATC）２．４条

に違 反 していると結 論 し、GATT２４条 により当 該 措 置 が正 当 化 されるというトルコの

主 張 を退 けている。上 級 委 員 会 報 告 も、パネル報 告 を支 持 する内 容 となっている。 

 また、上 級 委 員 会 報 告 書 は、GATT２４条 に基 づく「defense」、即 ち GATT２４条 を

根 拠 として他 の WTO 協 定 に不 整 合 な措 置 を正 当 化 することは、以 下 の２つの条 件

を同 時 に満 たす場 合 にのみ用 いることができるとしている8 8。 

① この「defense」の恩 恵 を申 し立 てている側 が、GATT２４条 の８条 (a)と５

条 (a)の基 準 を完 全 に満 たす関 税 同 盟 の形 成 の際 に、当 該 措 置 が導

入 されたことを立 証 すること。 

② 申 し立 てている側 が、当 該 措 置 の導 入 が許 されなければ関 税 同 盟 の

                                   
8 6  WTO：WT/DS34-Turkey-Restr ict ions on Imports of  Text i le and Clothing 
Products． 
8 7  前 述 のとおり、Turkey-EC Associat ion Counci l  Decis ion 1/95 に基 づくもの。 
8 8  この基 準 は、「必 要 性 テスト（necessity test）」と呼 ばれ、その後 度 々パネルや上
級 委 員 会 報 告 で触 れられている。 



 40

形 成 が妨 げられたであろうことを立 証 すること。 

上 級 委 員 会 報 告 は、本 件 においては、輸 入 数 量 制 限 に拠 らずとも、原 産 地 基

準 等 の代 替 案 を用 いることが可 能 であったと判 断 し、２つ目 の条 件 に照 らして、関

税 同 盟 の形 成 のためにトルコが輸 入 数 量 制 限 の導 入 を行 わなければならなかった

わけではないと結 論 している。 

しかしながら同 時 に、上 級 委 員 会 は、GATT１１条 や１３条 に不 整 合 な輸 入 制 限

措 置 が GATT２４条 で果 たして正 当 化 し得 るかどうかや、GATT２４条 に係 る他 の争

点 について、何 ら判 断 を下 すものではないとして、パネル報 告 のこの点 に関 する詳

細 な解 釈 を無 効 化 している。8 9  

 

（２） アルゼンチン－履 物 セーフガードケース9 0  

 

関 税 同 盟 におけるセーフガード措 置 の不 適 用 の問 題 が取 り上 げられたのが本 件

である。アルゼンチンは、１９９７年 ２月 １４日 に、履 物 に関 するセーフガード調 査 を開

始 し、同 時 に暫 定 措 置 を課 した。さらに、１９９７年 ９月 １３日 にセーフガードの確 定

措 置 を発 動 した。このセーフガード措 置 は、アルゼンチンの法 制 に基 づいて取 られて

いるが、WTO セーフガード委 員 会 への通 報 は、当 時 の MERCOSUR 議 長 国 のウル

グアイから行 われている。これに対 して EC は、アルゼンチンの措 置 はセーフガード協

定 ２条 、４条 、５条 、６条 、１２条 、及 び GATT１９条 1(a)に違 反 するとしてパネル提 訴

を行 った。１９９９年 ６月 にパネル報 告 が、１９９９年 １２月 に上 級 委 員 会 報 告 が提 出

され、２０００年 １月 に採 択 されている。 

パネル報 告 は、アルゼンチンの措 置 がセーフガード協 定 ２条 及 び４条 に違 反 する

と結 論 した。上 級 委 員 会 は、アルゼンチンが調 査 対 象 に MERCOSUR 域 内 からの輸

入 を含 めながら、発 動 対 象 から外 したことは正 当 化 できないとするパネル報 告 を指

                                   
8 9  また、このケースでは、GATT２４条 ５のシャポーが、「この協 定 の規 定 は、締 約 国
の領 域 の間 で、関 税 同 盟 を組 織 し、若 しくは自 由 貿 易 地 域 を設 定 し、又 は関 税 同
盟 の組 織 若 しくは自 由 貿 易 地 域 の設 定 のために必 要 な中 間 協 定 を締 結 することを
妨 げるものではない。」と規 定 している点 が、トルコ側 の GATT２４条 によるdefense の
一 部 として持 ち出 されたが、上 級 委 員 会 は、GATT２４条 ４の「関 税 同 盟 又 は自 由
貿 易 地 域 の目 的 が、その構 成 領 域 間 の貿 易 を容 易 にすることにあり、そのような領
域 と他 の締 約 国 との間 の貿 易 に対 する障 害 を引 き上 げることにはない。」との目 的
的 （puposive）な規 定 や GATT２４条 解 釈 了 解 における「他 の加 盟 国 の貿 易 に悪 影
響 を及 ぼすことを最 大 限 可 能 な限 り避 けるべき」との規 定 に着 目 し、GATT２４条 ５の
シャポーもこの目 的 のもとに解 釈 されるべきであるとしている。 
9 0  WTO：WT/DS121-Argentina-Safeguard Measures on Imports of  Footwear． 
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示 しながらも、パネル報 告 において当 該 セーフガード措 置 は MERCOSUR が域 内 国

であるアルゼンチンのために行 った措 置 であるとの前 提 で、セーフガード協 定 ２．１条

の注 １及 び GATT２４条 の解 釈 に言 及 している部 分 については支 持 できないとして

覆 している。上 級 委 員 会 は、当 該 措 置 はアルゼンチンが自 国 の法 制 に基 づき発 動

したものであり、関 税 同 盟 に係 わるセーフガード協 定 ２．１条 の注 １及 び GATT２４条

に関 する解 釈 を行 うことは妥 当 でなく、セーフガード協 定 ２．１条 （調 査 対 象 ）及 び２．

２条 （発 動 対 象 ）のパラレリズムが満 たされていないことにより、アルゼンチンによる当

該 措 置 の発 動 は正 当 化 根 拠 を欠 くと判 断 した。 

 さらに、上 級 委 員 会 は、「一 般 原 則 として、関 税 同 盟 のある国 が域 内 の他 の国 を

セーフガード措 置 の発 動 対 象 から除 外 することができるかどうかについては何 ら判 断

を下 すものではない。」としている。 

 

（３） 米 国 －小 麦 グルテンセーフガードケース9 1  

 

 本 件 では、自 由 貿 易 協 定 におけるセーフガード措 置 の不 適 用 の問 題 が取 り上 げ

られ ることに な っ た 。１９９７年 １０月 １日 に 米 国 ITC （Internat ional  Trade 

Commiss ion）は小 麦 グルテンに関 するセーフガード調 査 を開 始 し、１９９８年 ６月 １日

に輸 入 数 量 制 限 の形 態 で、確 定 セーフガード措 置 を発 動 した。NAFTA のメンバー

であるカナダからの輸 入 は措 置 の対 象 から外 された。EC がパネル提 訴 を行 い、１９９

９年 ７月 にパネル報 告 が、２０００年 １２月 に上 級 委 員 会 報 告 が提 出 され、２００１年 １

月 に採 択 された。 

 米 国 がセーフガードの調 査 対 象 に NAFTA の域 内 国 であるカナダを含 めながら、

発 動 の対 象 からは外 した点 について、パネル報 告 は、セーフガード協 定 ２．１条 及 び

４．２条 に違 反 すると判 断 した。これに対 して、米 国 は ITC はカナダを含 む全 ての輸

入 に 対 す る調 査 と併 せ て、カナ ダからの 輸 入 に 対 す る「独 立 なその後 の 調 査

（separate and subsequent examinat ion）」を行 った点 をパネルが十 分 考 慮 に入 れ

ていないとの反 論 を行 っている。しかしながら、上 級 委 員 会 は、ITC の一 連 の調 査 は

カナダからの輸 入 を除 いた輸 入 がセーフガード協 定 の２．１条 及 び４．２条 に定 める

調 査 条 件 を満 たしているかどうかについては明 らかにしていないとして、米 国 の措 置

がこれらの条 項 に違 反 するというパネル報 告 の結 論 を支 持 している。 

 また、米 国 は、パネル報 告 は GATT２４条 や、セーフガード協 定 ２．１条 の注 １を十

                                   
9 1  WTO：WT/DS１６６-United States-Def in it ive Safeguard Measure on Imports 
of  Wheat Gluten from the European Communit ies． 
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分 考 慮 していないと主 張 したが、上 級 委 員 会 は、「本 紛 争 案 件 は一 般 原 則 として

自 由 貿 易 協 定 の域 内 国 が他 の域 内 国 からの輸 入 をセーフガード措 置 の対 象 から

外 すことができるのかという問 題 を提 起 するものでない」とのパネルの判 断 を支 持 し、

この点 に触 れる必 要 はないとした。9 2  

 

（４） 米 国 －羊 肉 セーフガードケース9 3  

 

 米 国 は、小 麦 グルテンのセーフガードの調 査 開 始 から約 １年 後 の１９９８年 １０月 ７

日 に、羊 肉 についてのセーフガード調 査 を開 始 した。１９９９年 ７月 ２２日 に関 税 割 当

の形 態 でセーフガードの確 定 措 置 が発 動 され、オーストラリアとニュージーランドがパ

ネル提 訴 した。２０００年 １２月 にパネル報 告 が、２００１年 ５月 に上 級 委 員 会 報 告 が

提 出 され、同 月 に採 択 されている。 

本 件 でも、米 国 のセーフガード調 査 の対 象 には、NAFTA の域 内 国 であるカナダ

や メキ シ コ、Caribbean Basin Economic Recovery Act や Andean Trade 

Preference Act の対 象 となるカリブ諸 国 等 が含 まれているものの、措 置 の発 動 対 象

からは外 された。 

パネル報 告 及 び上 級 委 員 会 は、米 国 の措 置 が、「事 情 の予 見 されなかった発 展

（unforeseen developments）」の証 明 （GATT１９条 1(a)）や、国 内 産 業 の定 義 （セ

ーフガード協 定 ４．１(a)）9 4 、因 果 関 係 （セーフガード協 定 ４．２(b)）の点 で違 反 して

いるとの判 断 を行 い、自 由 貿 易 協 定 とセーフガード措 置 に関 連 する論 点 （セーフガ

ード協 定 ２．２条 、及 び GATT１条 ）については、「訴 訟 経 済 （Judicia l  Economy)」の

観 点 から判 断 を下 していない。 

                                   
9 2  なお、EC は、①GATT１９条 1(a)の「事 情 の予 見 されなかった発 展 （unforeseen 
development）を ITC が考 慮 していない点 や②GATT１条 の最 恵 国 待 遇 やセーフガ
ード協 定 ５条 １の「加 盟 国 は、重 大 な損 害 を防 止 し又 は救 済 し、かつ、調 整 を容 易
にするために必 要 な限 度 においてのみセーフガード措 置 をとる」との点 についてもパ
ネル提 訴 していたが、パネル報 告 では「訴 訟 経 済 （Judicia l  Economy）」の観 点 から
この点 については判 断 が下 されなかった。 

これに対 し EC は、米 国 が再 度 同 様 の違 反 を犯 す可 能 性 があると主 張 し、上 級
委 員 会 に控 訴 したが、上 級 委 員 会 は米 国 の措 置 はセーフガード協 定 ２条 及 び４条
違 反 である以 上 、EC の主 張 する点 についてさらに判 断 する必 要 はないと退 けてい
る。 
9 3  WTO：WT/DS177、WT/DS178-United States-Safeguard Measure on Imports 
of  Fresh, Chi l led or Frozen Lamb from New Zealand． 
9 4  国 内 産 業 の定 義 については、パネル報 告 はセーフガード協 定 ４．２(c)違 反 と判
断 していたが、上 級 委 員 会 はこれをセーフガード協 定 ４．２(a)違 反 であると修 正 して
いる。 
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（５） 米 国 －綿 糸 繊 維 セーフガードケース9 5  

 

 本 件 は、一 般 セーフガードではなく、繊 維 セーフガードを対 象 としたものであるが、

域 内 不 適 用 の問 題 を含 んでいる。 

１９９９年 ３月 １７日 に米 国 がパキスタン産 綿 糸 に対 して繊 維 セーフガード措 置 を

発 動 し、パキスタンがパネル提 訴 を行 った。２００１年 ５月 にパネル報 告 が、２００１年 １

０月 に上 級 委 員 会 報 告 が提 出 され、２００１年 １１月 に採 択 されている。 

NAFTA の域 内 国 であり、同 種 の産 品 の主 要 な供 給 国 でもあるメキシコからの輸

入 による損 害 が個 別 に検 討 されなかった点 について、米 国 の措 置 が繊 維 協 定 ６．４

条 に違 反 していると判 断 された。 

 

（６） 米 国 －ラインパイプセーフガードケース9 6  

 

米 国 が１９９８年 から２０００年 に掛 けて発 動 したセーフガード措 置 に関 する紛 争 が

相 次 ぐ結 果 となった。米 国 は、１９９９年 ７月 ２９日 にラインパイプについてのセーフガ

ード調 査 を開 始 し、２０００年 ３月 １日 に確 定 措 置 を発 動 した。NAFTA の域 内 国 であ

るカナダとメキシコは措 置 の対 象 から外 された。当 該 セーフガード措 置 について韓 国

が WTO に提 訴 し、２００１年 １０月 にパネル報 告 が、２００２年 ２月 に上 級 委 員 会 報 告

が提 出 され、２００２年 ３月 に採 択 された。 

 パネル報 告 では、米 国 羊 肉 セーフガードケースの時 にも認 められたように、米 国 の

措 置 が、GATT １９条 に定 められ る「事 情 の予 見 され なかった発 展 （unforeseen 

developments）」の立 証 や輸 入 と重 大 な損 害 の因 果 関 係 の立 証 （セーフガード協

定 ４．２(b)）の点 で WTO 協 定 に不 整 合 であるとの判 断 を下 した。しかしながら、

NAFTA の域 内 国 であるカナダとメキシコをセーフガード措 置 の適 用 対 象 から除 外 し

たことについては、GATT２４条 により正 当 化 できると判 断 した。 

 即 ち、パネル報 告 は、NAFTA は GATT２４条 の自 由 貿 易 協 定 の条 件 に合 致 して

いるとし、また、セーフガード措 置 は GATT２４条 ８(b)の ORRC に該 当 し、域 内 で廃

止 することに問 題 ないと述 べている。トルコ繊 維 製 品 ケースで上 級 委 員 会 が示 した

                                   
9 5  WTO：WT/DS192-United States-Transit ional  Safeguard Measures on 
Combed Cotton Yarn from Pakistan． 
9 6  WTO：WT/DS202-United States-Def in it ive Safeguard Measures on Imports 
of  Circular Welded Carbon Qual i ty Line Pipe． 
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「必 要 性 テスト(necessity test)」については、域 外 国 への輸 入 制 限 措 置 の導 入 を

扱 ったものであり、ORRC の域 内 廃 止 に課 すことは妥 当 でないと判 断 した。これらの

ことから、米 国 がセーフガード措 置 をカナダ、メキシコに適 用 しなかったことは、GATT

１条 、１３条 、１９条 に違 反 しないと解 釈 した。さらに、「GATT２４条 による defense」は、

セーフガード協 定 ２．２条 の無 差 別 条 項 にも適 用 可 能 だとして、この条 項 にも違 反 し

ないとした。 

 パ ネ ル 報 告 は 、セ ー フガー ド措 置 の 調 査 対 象 と適 用 対 象 の 「パ ラレリズム

（paral le l ism）」（セーフガード協 定 ２．１条 、２．２条 ）についても、米 国 ITC 報 告 書 は

注 釈 １６８において域 外 国 からの輸 入 のみが重 大 な損 害 を起 こすことに言 及 してい

ることから、調 査 対 象 と発 動 対 象 のパラレリズム（paral le l ism）が満 たされていないと

する韓 国 の主 張 は「一 応 の証 拠 の推 定 が働 く事 案 （prima facie case）」を構 成 する

に不 十 分 だとして退 けている9 7。 

上 級 委 員 会 での付 託 事 項 には、パラレリズム（paral le l ism）に関 する韓 国 の主 張

が「一 応 の証 拠 の推 定 が働 く事 案 （prima facie case）」を構 成 しているかどうかが含

まれた。上 級 委 員 会 は、米 国 ITC の調 査 がカナダとメキシコを含 む全 ての輸 入 を対

象 としており、その上 でカナダ、メキシコを適 用 対 象 から除 外 している点 を指 摘 し、韓

国 の主 張 は「一 応 の証 拠 の推 定 が働 く事 案 （prima facie case）」を構 成 していると

判 断 し、パネルの結 論 を覆 している。 

その上 で、米 国 がセーフガード措 置 の適 用 対 象 を NAFTA の域 外 国 のみに限 定

していることに関 して、セーフガード協 定 ２．１条 及 び４．２条 の条 件 を満 たす「根 拠 の

ある妥 当 な説 明 （reasoned and adequate explanat ion）」を提 供 しているかどうかに

ついては、米 国 小 麦 グルテンセーフガードのケースと同 様 に、注 釈 １６８は十 分 でな

いとし、米 国 はこれらの条 項 に違 反 していると結 論 している。 

なお、GATT２４条 によりセーフガード協 定 ２．２条 の無 差 別 条 項 違 反 が擁 護 され

るかどうかについては、上 級 委 員 会 は本 件 では判 断 の必 要 がないため、この点 に関

するパネル報 告 の結 論 は法 的 影 響 を及 ぼさないと修 正 している。上 級 委 員 会 は、

GATT２４条 とセーフガード協 定 ２．２条 の関 係 、即 ち域 内 国 をセーフガード措 置 の

対 象 から外 すことそれ自 体 が問 題 となるのは、①域 内 国 からの輸 入 が重 大 な損 害

                                   
9 7  パネル報 告 は、前 述 の米 国 小 麦 グルテンセーフガードのケースにおいて、上 級
委 員 会 が NAFTA の域 外 国 からの輸 入 のみで国 内 産 業 への重 大 な損 害 が引 き起
こされるとの明 確 な立 証 を行 わない限 りは、これらの域 外 国 のみを対 象 としたセーフ
ガード措 置 の発 動 は違 法 であると判 断 したことについて引 用 しつつも、（同 様 の議
論 が本 件 でもあてはまるとの判 断 ではなく、）韓 国 の主 張 が「一 応 の証 拠 の推 定 が
働 く事 案 （prima facie case）」に構 成 するかどうかを焦 点 としている。 
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の決 定 からそもそも除 かれる場 合 、又 は②域 内 国 からの輸 入 も調 査 対 象 に含 まれる

が、それとは別 に域 外 国 からの輸 入 のみについてもセーフガード協 定 ２．１条 及 び４．

２条 の要 件 を満 たす調 査 が行 われる場 合 であると述 べている。 

 

５．３ 論 点 の考 察  

 

 これまで、地 域 貿 易 協 定 委 員 会 における議 論 や、関 連 する紛 争 処 理 案 件 を概 観

してきた。地 域 貿 易 協 定 委 員 会 で検 討 されたいくつかの論 点 が、紛 争 処 理 でも争

われているが、特 にどのような論 点 について注 意 を要 するのであろうか。 

 

（１）貿 易 救 済 措 置 の紛 争 化 の傾 向  

 

５．２で検 討 した紛 争 の事 例 からも分 かるように、貿 易 救 済 措 置 のうちセーフガー

ド措 置 の域 内 不 適 用 の問 題 が頻 繁 に争 われていることが分 かる。一 方 、アンチダン

ピング措 置 及 び補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の地 域 貿 易 協 定 における扱 いに関 連 する事

項 については、未 だ争 われた経 験 がない。 

この理 由 の一 つには、５．１(3)で指 摘 したとおり、セーフガード協 定 では２．２条 の

無 差 別 条 項 が、地 域 貿 易 協 定 におけるセーフガード措 置 の域 内 不 適 用 の直 接 的

な論 点 として争 われ易 い一 方 で、アンチダンピング協 定 や補 助 金 相 殺 措 置 協 定 に

はそのような無 差 別 条 項 が存 在 しないということがあるだろう。 

また、域 内 でセーフガード措 置 を原 則 不 適 用 としているＮＡＦＴＡにおいて、域 内

国 である米 国 がセーフガード措 置 を近 年 頻 繁 に用 いたため、類 似 の紛 争 が続 いた

という面 はあるだろう。 

 

（２）セーフガード措 置 の域 内 不 適 用  

 

これまでのところ、セーフガード措 置 の域 内 不 適 用 については、頻 繁 に紛 争 案 件

として争 われているものの、パネルや上 級 委 員 会 は、地 域 貿 易 協 定 における域 内 の

貿 易 救 済 措 置 の扱 い自 体 について影 響 を及 ぼすような、直 接 的 な判 断 を下 すこと

には非 常 に慎 重 になっていることが伺 われる。 

これ までは、む しろ、域 内 不 適 用 とされ たセー フガー ド措 置 が、「パ ラレリズム

（paral le l ism）」の充 足 など調 査 の妥 当 性 の観 点 から、ＷＴＯ協 定 に違 反 するとの結

論 が繰 り返 される状 況 となっている。 
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しかしながら、セーフガード措 置 の域 内 原 則 不 適 用 を定 めた地 域 貿 易 協 定 の法

的 枠 組 みが変 更 されないまま、新 たな措 置 が発 動 されるとすれば、米 国 ラインパイプ

ケースで上 級 委 員 会 により示 されたような、セーフガード調 査 が域 外 国 のみを対 象 と

して行 われ、地 域 貿 易 協 定 におけるセーフガード措 置 の域 内 不 適 用 の根 本 的 な問

題 が、いずれ争 われることは避 けられないであろう。 

直 近 では、２００２年 ３月 に米 国 が鉄 鋼 セーフガード措 置 を発 動 し、既 に８カ国 が

WTO にパネル提 訴 を行 っているが、NAFTA 域 内 のカナダ、メキシコは発 動 対 象 か

ら除 外 されており、今 後 どのような判 断 が下 されるのか、なりゆきが注 目 される。 

 

（３）アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 を巡 る動 向  

 

アンチダンピング措 置 や補 助 金 相 殺 関 税 措 置 についても、例 えば関 税 同 盟 の拡

大 に伴 う域 外 国 への自 動 適 用 の可 能 性 などもあり、今 後 とも注 視 が必 要 である。 

また、地 域 貿 易 協 定 におけるアンチダンピング措 置 や補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の域

内 不 適 用 についても、５．１（４）で指 摘 したとおり、これまでセーフガード措 置 で頻 繁

に違 反 とされた「パラレリズム（paral le l ism）」の問 題 を生 じる可 能 性 があるので、注

意 が必 要 である。 

 

（４）勧 告 の実 施 と地 域 貿 易 協 定 委 員 会 へのフィードバックの必 要 性  

 

地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いに関 連 する事 項 を巡 り、パネルや

上 級 委 員 会 報 告 の勧 告 が着 実 に実 施 されることが重 要 であるのは言 うまでもない。

さらに、これらの勧 告 内 容 のインプリケーションが、地 域 貿 易 協 定 委 員 会 における地

域 貿 易 協 定 の審 査 やラウンドでの更 なる交 渉 に反 映 されて行 くことも重 要 であろう。 
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６． おわりに～地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の望 ましい形 態 ～ 

 

２．から５．まで、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いの実 態 や WTO 整 合

性 に関 する論 点 及 び関 連 する紛 争 案 件 を包 括 的 に検 討 してきた。これらの事 実 か

ら、地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いに関 する望 ましい形 態 を判 断 する

とすれば、どのような処 方 箋 が見 えてくるのだろうか。 

今 後 、地 域 貿 易 協 定 を締 結 するに当 たり、貿 易 救 済 措 置 の規 定 のあり方 に関 し

ては、どのような点 に配 慮 すべきなのであろうか。 

 

域 内 （二 国 間 ）セーフガード措 置  

 

地 域 貿 易 協 定 の締 結 による貿 易 自 由 化 に伴 い、域 内 国 からの急 激 な輸 入 増 加

が予 想 される場 合 には、移 行 期 間 中 、一 定 の条 件 の下 で、暫 定 的 な域 内 セーフガ

ード措 置 を設 けることは一 つの手 段 であろう。 

 

対 世 界 セーフガード措 置  

 

紛 争 処 理 等 の現 状 に鑑 みるに、対 世 界 セーフガード措 置 の域 内 廃 止 そのものが

違 法 と判 断 されている訳 ではないが、自 由 貿 易 協 定 において対 世 界 セーフガード

の域 内 不 適 用 を法 的 に制 度 化 することは、対 世 界 セーフガード措 置 を実 際 に発 動

した場 合 に、紛 争 化 の恐 れも孕 む問 題 を生 じることになろう。 

関 税 同 盟 において、域 内 国 が対 世 界 セーフガードから除 外 される場 合 には、セ

ーフガード措 置 がどの構 成 単 位 （関 税 同 盟 全 体 か、一 つの構 成 国 か）のために取 ら

れているのかという点 、及 び損 害 認 定 調 査 と発 動 対 象 のパラレリズムの充 足 が担 保

されることが重 要 である。 

 

その他 の制 限 的 通 商 規 則 （ORRC） 

 

対 世 界 セーフガード措 置 から域 内 国 を除 外 することが問 題 を惹 起 するとの視 点

からは、その他 の制 限 的 通 商 規 則 （ORRC）の例 外 リストが illustrative（例 示 的 ）

なものであり、GATT１９条 に基 づくセーフガード措 置 も必 要 に伴 い地 域 貿 易 協 定 の

域 内 で維 持 しうるとの判 断 が必 要 になる。 

また、セーフガード措 置 がその他 の制 限 的 通 商 規 則 （ORRC）に含 まれるとすれば、
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アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 も同 様 にその他 の制 限 的 通 商 規 則

（ORRC）に含 まれると考 えるのが自 然 であろうが、この後 ２者 の措 置 の域 内 での維 持

の必 要 性 については、国 により見 解 が異 なる点 であると考 えられる。 

 

域 内 アンチダンピング措 置 と補 助 金 相 殺 関 税 措 置  

 

その他 の制 限 的 通 商 規 則 （ＯＲＲＣ）について、前 述 の前 提 に立 った上 で、域 内

における競 争 政 策 や補 助 金 規 律 の強 化 の協 調 が図 られるなどにより、アンチダンピ

ング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 の域 内 での維 持 が特 段 必 要 とされない場 合 には、

GATT２４条 ８項 の趣 旨 に則 して、これらの措 置 の域 内 での廃 止 に努 めることが必 要

になろう。 

 

既 存 の貿 易 救 済 措 置 の域 外 国 への適 用  

 

新 たに締 結 される関 税 同 盟 が、共 通 の対 外 政 策 を導 入 していく際 にも、トルコ繊

維 製 品 ケースで示 された「必 要 性 テスト（necessity test）」への合 致 や、GATT２４

条 ４項 及 び５項 で定 めるように、域 外 国 との間 の貿 易 に対 する障 壁 を引 き上 げること

のないよう、最 大 限 誠 実 な配 慮 を行 うことが求 められる。 

 

以 上 、アンチダンピング措 置 、補 助 金 相 殺 関 税 措 置 、セーフガード措 置 の地 域

貿 易 協 定 における扱 いの現 状 について分 析 を行 い、望 ましい扱 いのあり方 について

検 討 してきた。 

さらに、貿 易 救 済 措 置 の扱 いに関 するこれらの新 しい取 組 みは、地 域 貿 易 協 定

のみに留 まらず、WTO を中 心 とする多 角 的 貿 易 体 制 においても検 討 されるべきもの

であると考 えられる。「貿 易 と競 争 」のワーキンググループの設 置 などにその端 緒 を見

ることができる。地 域 貿 易 協 定 における貿 易 救 済 措 置 の扱 いを踏 まえつつ、WTO に

おける貿 易 救 済 措 置 のあり方 を再 検 討 し、世 界 貿 易 の更 なる自 由 化 の促 進 に資

することが大 いに期 待 される。 
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表３．１　地域貿易協定における貿易救済措置の扱い

（１）関税同盟
EU EU-トルコ MERCOSUR

ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置 不適用 不適用T 不適用T
補助金相殺関税措置 不適用 不適用T 不適用T
ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 不適用 不適用　 不適用
　域内ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 無し 無し 設置(94年まで）
競争政策 共有 共有 共通化
補助金政策 共有 共有 N.A.

（２）自由貿易協定
EEA EFTA EFTA-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ EU-中東欧

ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置 不適用 不適用 不適用 存続＊
補助金相殺関税措置 不適用 不適用 存続 不適用
ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 存続＊ 存続＊ 存続 存続　
　域内ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 無し 無し 設置(04年見直し）無し
競争政策 共有 共有 協力 共有
補助金政策 共有 共有 言及無し 共有

EU-メキシコ NAFTA 加-チリ 加-ｲｽﾗｴﾙ
ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置 存続 存続＊ 不適用T 存続
補助金相殺関税措置 存続 存続＊ 存続＊ 存続
ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 存続 不適用＊ 不適用＊ 不適用＊
　域内ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 無し 設置(04年まで) 設置(03年まで) 設置(99年まで)
競争政策 協力 協力 協力 協力
補助金政策 言及なし 言及なし 協力 協力

AFTA ANZCERTA NZ-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 日-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置 存続＊ 不適用 存続＊ 存続＊
補助金相殺関税措置 存続＊ 存続＊ 存続＊ 存続
ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 存続＊ 不適用 不適用 存続
　域内ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 設置 設置(90年まで) 無し 設置(12年まで)
競争政策 言及なし 協力 協力 協力
補助金政策 言及なし 協力 協力 言及なし

（３）その他
FTAA APEC EU-MERCOSUR
(交渉中） (交渉中）

ｱﾝﾁﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ措置 存続＊？ 存続 存続？
補助金相殺関税措置 存続＊？ 存続 存続？
ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 不適用＊? 存続 存続？
　域内ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置 設置？ 無し 無し？
競争政策 協力？ 協力 協力？
補助金政策 協力？ 言及なし 協力？

注1)存続＊は、発動することはできるが、規律の強化等付加的な取り決めが行われているもの。
注2)不適用Tは、移行期間についてのみ発動を認めるもの。
注3)不適用＊は、原則不適用。域内国からの輸入の影響が特に大きい場合のみ発動を認めるもの。
注4)ここでのｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ措置は、GATT１９条ﾀｲﾌﾟの輸入の急増に対するもの。
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